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リウマチ対策の見直しによる主なポイント 資料 1

新たな課

題の発生

医療の

提供等

情報提供・

相談体制

研究開発

等の推進

早期治療による関節破壊の阻止

ADLの低下した患者の社会復帰

疾患や治療に対する正しい理解

重症化防止

早期診断方法の確立

適切な治療方法の確立

○ リウマチ診療に関わる医療従事者において、日進月歩の治療方法や疾患に対する考え方の

変化を追い切れていないとの指摘がある。

○ リウマチに対するリウマチ患者の認識は「不治の病」との考え方が根強いが、寛解が期待できる

疾患になった。

○ 生物学的製剤については、世界的なリウマチ診療の治療の柱として普及しているが、販売後の

期間が短いため、超長期的副作用については、明らかにされていない。

・ 早期発見・早期治療の方向性

口新規手術療法の確立やリハビリテーションによる

破壊された関節の機能回復

・ コントロールできる疾患になったことを普及啓発

より有効な・完全な関節破壊阻止を確立

破壊された関節の機能回復方法確立

安全性を最大限担保するためのデータベース構築

◎ リウマチは、これまで不治の病の代表格に挙げられる疾患であったが、近年の生
物学的製剤の開発口普及により、完全寛解を現実的な目標にできる疾患になつた。



アレルギー疾患対策の見直しによる主なポイント

新たな課

題の発生

◎ アレルギー疾患は、国民の約3割が罹患する国民病であり、喘息死については
減少している(平成17年 :3′ 198名 → 平成21年 :2′ 139名 )ものの、花粉症などの
アレルギー疾患は増加している(1998年 :19.6%→ 2008年 :29.8%)。

資料 2

○ 喘息死患者は減少しているものの、死亡の阻止が可能であるにもかかわらず、依然として

喘息死患者は存在している。

○ 環境要因の影響は大きいものの、花粉症などは増加傾向にあり重要な健康問題である。

Oア レルギー疾患に対する、診療ガイドラインの改訂や患者の自己管理マニュアル等の作成を

行つたが、その内容の普及が不十分である。

○ 難治性アレルギー疾患の患者は、依然として治療方法が確立されていない。

医療の

提供等

情報提供ロ

相談体制

研究開発

等の推進

かかりつけ医に対して、

適切な診療のための知識を普及

自己管理手法のよリー層の普及

難治性アレルギー疾患の治療法の

開発

医療体制の確保に資する研究の推
進

喘息死ゼロ作戦のよリー層の推進

診療ガイドラインの改訂

診療のミニマムエッセンスの作成

医療従事者育成の強化

患者自己管理のよリー層の促進

情報提供体制の確保

相談体制の確保

難治性アレルギー疾患の治療法の開発

診療のミニマムエッセンスの作成



資料 3

リウマチ・アレルギー対策委員会
報告書 (案 )

平成 23年 6月

厚生科学審議会疾病対策部会
リウマチ・アレルギー対策委員会
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はじど川こ

これまで、リウマチ・アレルギー対策については、研究の推進や研究成果を活

用した普及啓発等を実施するとともに、今後の リウマチ・アレルギー対策を総合

的かつ体系的に実施するため、厚生科学審議会疾病対策部会の専門委員会として

設置された リウマチ・アレルギー対策委員会 (以下「委員会」という。)に より

平成 17年 10月 にとりまとめられた リウマチ・ア レルギー対策委員会報告書を踏

まえ、「リウマチ対策の方向性等」「ア レルギー疾患対策の方向性等」を都道府

県、関係団体等に周知するなどして、戦略的な推進に努めてきた。

近年、リウマチやア レルギー疾患にかかる医療技術や国民における認識及び社

会情勢等が著 しく変化 していること、広 く普及に努めてきたそれぞれの方向性等

については 5年間程度 を目途に策定されたものであつたことから、今般、委員会

を開催 し、有識者による検討を行つたところである。なお、リウマチ対策、アレ

ルギー疾患対策それぞれについて、より専門的な検討を進めるため、 リウマチ対

策作業班及びア レルギー疾患対策作業班を設置 し、医療従事者、患者からの ヒア

リングなどを通 して、具体的な方策に関する報告もとりまとめられている。本報

告書は、それぞれの作業班の報告を基に、新たな「リウマチ・アレルギー対策委

員会報告書」として作成されたものである。

今後、本報告書を参考に、新たな「リウマチ対策の方向性等」「ア レルギー疾

患対策の方向性等」が示され、国全体の リウマチ・アレルギー疾患対策の充実に

つながることを期待する。

‐
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I リウマチ対策について

リウマチ対策の現状と課題

(1)我が国におけるリウマチ対策の現状

ア リウマチ患者の動向

我が国におけるリウマチの患者数は、一般的に約70～ 80万人といわれてい

るが、リウマチの年間発症数や罹患 している患者数等に関する情報は、十分

には把握 されていない。

なお、本報告書において、 リウマチとは関節 リウマチをいう。

イ リウマチの治療の動向

リウマチは、聞き慣れた病名ではあるが、その病因・病態は未だ十分に解

明されたとはいえず、効果的な対症療法はあるものの、根治的な治療法が確

立されていない。

かつては、リウマチの症状は継続的に悪化 し、患者によっては、強い疼痛

や変形・ 拘縮などによる上下肢の機能障害想どによつてQOLの 低下が生 じ

ていた。

しか し、近年、リウマチの早期診断・早期治療が可能となり、メ トトレキ

サー ト (M tt X)や 生物学的製剤等の治療薬の効果的な選択により、リウマ

チの診療は飛躍的な進展を遂げている。特に新規にリウマチを発症 した患者

にあいては、早期から積極的な治療を開始することで、リウマチによる関節

破壊の完全な阻止を期待できる治療方法が確立されつつある。

一方で、過去にリウマチを発症 し、既に関節破壊を来 して日常生活が制限

されている患者 も数多く存在 しており、機能回復のための技術革新が求めら

れている。

ウ 主な リウマチ対策の経緯

(ア)厚生労働省におけるリウマチ対策

厚生労働省においては、平成 9年に公衆衛生審議会成人病難病対策部

会 リウマチ対策専門委員会より、「今後のリウマチ対策について」 (中

間報告)と して、調査研究の推進、医療の確保、在宅福祉サー ビスの充

実、医療従事者の資質向上、情報網の確保促進という観点から今後の施

策の方向性が示され、現在までに、免疫ア レルギー疾患予防・治療研究

事業によるリウマチの病態解明、治療法の確立等のための研究が進めら

れている。

その研究成果はシンポジウム、バンフレット等によつて情報提供され

るとともに、平成 16年 12月 から厚生労働省のホームページ上に「リウ

マチ・アレルギー情報」のペー ジが開設され、正 しい情報の普及の強化が



図 られている。 (http://― mhlW go」 p/neW― info/kobetu/kenkou/ryuma

chi/index html)

また、都道府県等の保健師等を対象に した「リウマチ・アレルギー相

談 員養成研修会」が実施され、地域における相談体制の確保促進が図られ

ている。

医療機関等における適切な診断・治療法の普及のために、関係学会等

との連携により、「関節 リウマチの診療マニュアル」等の診療ガイ ドライ

ンが作成され、関係医療機関等に配布されている。

さらに、厚生労働省においては、平成17年に、厚生科学審議会疾病対

策部会 リウマチ・アレルギー対策委員会においてリウマチ対策の基本的方

向性から、重点的に推進すべき具体的施策に及ぶ幅広い事項について議論

を重ね、取 りまとめられた「リウマチ・アレルギー対策委員会報告書」等

を踏まえ、「リウマチ対策の方向性等」 (平成17年 10月 31日 付け健疾発第

1031001号 )を発出し、戦略的、体系的にリウマチ対策を推進 している。

これに基づき、従前の事業の拡充に努めるとともに、国民やリウマチ

患者を対象 として、シンポジウムを開催 し、リウマチに関する一般的な疾

病情報、適切な治療や薬剤に関する情報などを広く啓発する事業も開始 し

ている。

なお、平成 8年からリウマチ科の自由標榜が認められ、平成20年 の医

療施設調調査によれば、リウマチ科の標榜施設は病院と診療所を合わせて

5,100施設 となつている。

(イ )地方公共団体におけるリウマチ対策

都道府県におけるリウマチ対策は、地域の特性に応 じて自治事務とし

て取 り組まれており、具体的には、 リウマチに関する相談、普及啓発等

の取組が行われている。しか しながら、ほとんどの都道府県において計

画的かつ十分な対策は行われていない。また、現時点においては、各都

道府県で リウマチ患者に関する調査や、患者の実態把握等が十分になさ

れていない可能性がある。

(ウ )リ ウマチに関する専門医療等

リウマチ性疾患に対する専門医療の向上を図るため、昭和62年 から日

本 リウマチ学会において専門医制度が導入され、日本専門医制評価・認

定機構によつて承認されている。平成23年 2月 現在、指導医は854名 、専

門医4,356名 である。このほか、昭和61年 3月 から、日本整形外科学会は

独 自に認定 リウマチ医制度を有 してお り、認定リウマチ医は5,389名 (平

成23年 2月 現在)で ある。また、昭和61年 2月 、日本 リウマチ学会によ

リー般診療の質の向上を図るため リウマチ登録医制度が制定され、昭和6

2年 11月 に日本 リウマチ財国に移管された。平成23年 2月 現在でリウマチ

‐
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登録医の数は3,498名 である。

(工 )リ ウマチに関する研究

リウマチ・アレルギー疾患に関する診療、研修、研究、情報などに関

する高度専門医療施設として平成12年 10月 に国立相模原病院 (現国立病院

機構相模原病院)に臨床研究センターが開設されており、同研究センター

では、平成16年 4月 から理化学研究所横浜研究所免疫・アレルギー科学総

合研究センターとの間で、「花粉症、リウマチをは じめとする免疫・アレ

ルギー疾患克服」に関する基礎研究 と臨床研究の連携強化及び研究成果の

応用に関する協力を行う目的で、研究協力協定を締結 し、共同で研究が実

施されている。

(2)リ ウマチ対策における課題

我が国においてはこのようなリウマテ対策が実施されてきたが、これらの対

策Iま必ず しも全国的に展開・推進されてはおらず、患者への医療提供等につい

て患者の二一ズに適切に対応できていない面があり、課題を残 しているといえ

る。

ア 医療の提供等に関する課題

(ア )リ ウマチに対する治療

○ リウマチ患者の状況

平成 21年に実施された日本 リウマチ友の会の調査 (以下「患者の調査」

という。)によれば、現在受けているリウマチ診療に対する満足度は、

「満足」が443%に過ぎず、自助具を使用 している患者は598%、 手術を

受けたことある患者は420%を 占めており、関節破壊は患者のQOL低
下の大 きな要因となっている。

○ リウマチ診療における課題

医療技術等の進歩により、リウマチの早期診断が可能とな りつつあり、

さらに リウマチの治療においては、メ トトレキサー ト (MTX)等 の抗

リウマチ薬の積極的な使用及び生物学的製剤の普及並びに人工関節を中

心とする外科的治療の進歩が図られており、寝たきリリウマチ患者の減

少に寄与 している。患者の調査では、メ トトレキサー トを含む抗 リウマ

チ薬が80,7%、 生物学的製剤が29_1%の 患者に使用されていると報告され

ている。

リウマチは、悪化するまで適切な治療をしないまま放置された場合、

軟骨・骨の破壊により関節機能が低下 して日常生活動作 (ADL)の 障害を

来た し、ひいては生活の質 (00L)の 低下を招く。これを防止するために、

世界的には抗 リウマチ薬を用いた早期かつ積極的な治療が推奨 されるよ
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うになっているが、我が国において 1よ未だ十分に対応できているとはい

えない。

その理由とし、進行例には第一選択薬剤とされるメ トトレキサー トの

使 用には専門的知識を要することに加えて、近年普及 している生物学的

製剤による治療法は、多額の医療費を要すること、副作用としての感染

症 に対するリスクマネジメン トに専門的な知識を要することなどが、指

摘 されている。

これ らに加え、リウマチ診療が飛躍的に変化 している現状において、

リウマチの専門的な診療が可能な医師や医療機関は増加傾向にはあるも

のの、リウマチ専門の医師の数については、都道府県間で偏在がある、

専門医制度が統一されていない、診療拠点となる病院が少ないなどの理

由により、受診すべき医療機関の選択で患者が困惑 しているなどの指摘

もある。

(イ )治療法の安全性評価と新薬導入

現在使われている薬剤の安全性の評価 (市販後医薬品の評価)について

は、医薬品の内容に応 じて必要な調査を義務づけており、その中で特に生

物学的製剤の使用による有害事象を検出する体制が整えられている。我が

国における生物学的製剤の使用による有害事象としては、感染症 (細菌性

肺炎、結核及びニューモシスチス肺炎)、 間質性肺炎などが注意すべきも

のであることが明らかになっている。また、生物学的製剤以外の抗 リウマ

チ薬 であるレフルノミド、メ トトレキサー ト、タクロリムスなどの使用に

おいて、間質性肺炎が生命予後を左右する重篤な有害事象 とな り得ること

が明 らかにされている。

また、海外からの新薬導入 (開発及び承認)が遅いとの意見や小児を対

象 とした生物学的製剤等の新薬の導入が遅いとの指摘がある。

(ウ )患者の実態把握

リウマチ患者の実態については、これまでリウマチの発症率、有病率、

発症年齢、機能予後、生命予後などの疫学的データが十分に得 られておら

ず、我が国の患者実態を客観的にとらえるための研究に対 して公的競争資

金な どを用い、継続的な支援を行 うことが必要であると思われる。また、

医療機関で収集する情報のみならず、患者の目線で収集された情報も、医

療の標準化や国等が進める対策を検討する上では、重要である。

(工)医療機関の連携

リウマチ診療の可能な医療機関の立地については、地域により様々であ

るが、身近な医療機関と専門的な診療が可能な医療機関が相互に連携 して

リウマチ診療が行われることが望まれる。また、各地域に リウマチ診療連
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携の拠点になるような医療機関を確保 し、かかりつけ医との間に密接な病

診連携システムを構築することが必要である。

(オ)リ ウマチの診療に従事する医師及びコメディカルの更なる資質の向上

リウマチの早期診断・早期治療の必要性は増 しており、これを遂行でき

る医師の養成は必須である。また、小児科においてリウマチの診療に携わ

り、専門的な治療に習熟 した医師は全国的に見ても非常に少ないとの指摘

があ り、こうした医師の養成も必須である。

このため、厚生労働省研究班と学会等との連携によ り作成 した診療ガイ

ドラインの普及を図つているが、必ず しも診療ガイ ドラインを活用 した標

準的な医療の提供がなされていない医療機関もあるとの指摘がある。近年

のメ トトレキサー トや生物学的製剤等による治療方法等や既に関節破壊が

進行 し日常生活の活動性が低下 した患者に対する治療方法等の普及のため、

最新 の医学的知見を踏まえた診療ガイ ドラインの改訂及びその普及が求め

られている。また、リウマチはほぼ全身の各臓器にわたる病変を対象とす

る疾患であり、リウマチの早期診断には膠原病を中心とするリウマチ性疾

患との鑑男Jが極めて重要であるため、専門の医師の育成に当たつては、内

科医、整形外科医等が縦害1り で診療・研修を行うことなく、関連学会が全

体的に連携すること等を通 して幅広い知識を習得する機会を設ける必要が

ある。

また、 リウマチ診療には医師とコメディカルとの連携が必要不可欠であ

り、 リウマチ診療に精通 した看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士な

どの育成も重要である。

イ マーケット開発に関する課題

リウマチの疫学、早期診断法や新規治療法の開発等については、国や関係

学会、製薬企業等を中心に積極的な取組が進められ、メ トトレキサー ト及び

生物学的製剤等による寛解導入療法が標準イヒされつつあるが、患者に最適な

治療の選択方法やその治療を進める上でそれぞれの立場から注意すべき事項、

診療計画表など、標準化されていないものもある。

研究実施状況としては、これまでの明確な目標設定とその達成度を適正に

評価する体制に加え、継続的に多〈の機関が活用できる患者データベース等

を用いて、より効率的に患者情報を収集すべきであること、病因・病態研究

解明を通じてさらに新規治療法の開発を目指すべきであることなどの指摘が

ある。

なお、リウマチの予防法の開発や根治的治療法の開発に向けた研究の推進

も、引き続き図られるべきである。

‐
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2 今後の リウマチ対策について

(1)リ ウマチ対策の基本的方向性

ア 今後のリウマチ対策の目標

○ 最終的目標

国の リウマチ対策の目標 としては、リウマチに関する予防法や根治的治

療法 を確立するとともに、各地域の医療提供体制の実情に応 じた連携体制

を整備することによ り、国民の安心・安全な生活の実現を図ることにある。

○ 当面の目標

平成17年 に通知 した「リウマチ対策の方向性等」を踏まえて、①医療提

供等の確保、②情報提供・相談体制の確保、③研究開発等の推進といった

点について施策を実施・推進することによ り、リウマチの早期診断手法が

確立 されたこと、生物学的製剤の効果的な選択による寛解導入方法が見出

され つつあることなど、著 しく改善された事項も多いが、今なお残る課題

や新たに生 じた課題も明 らかにされてきている。

すなわち、劇的な治療方法の変革により生 じた施策の変更や、以前より

指摘 されている問題点を踏まえ、その解決を図るために新たなリウマチ対

策を改めて策定する必要がある。

当面の目標としては、以前は不治の病 とされていたリウマチを「寛解導

入が可能な疾患」にすることを目指すべきである。このため、最新の知見

に基づいた診療ガイ ドラインの改訂等による最新の診療水準を普及するこ

とや失われた関節機能を改善させることを目的とした医療の提供等や、リ

ウマチに係る適切な医療情報を得られる様な体制の構築を目的とした情報

提供・相談体制の確保、関節の破壊を阻止するための治療方法の確立や関

節破壊に伴 う日常生活の活動性の低下の改善を目的とした研究開発及び医

薬品等開発の推進に取 り組むことが重要である。

イ 国と地方公共団体 との適切な役割分担と連携体制の確立等

上記 リウマチ対策の目標が達成されるためには、国と地方公共団体、関係

団体等における役割分担及び連携が重要 となる。

国と地方公共団体の役割分担については、 リウマチの特性及び医療制度の

趣旨等を考慮すれば、基本的には、都道府県は、適切な医療体制の確保を図

るとともに、市町村と連携 しつつ地域において正 しい情報の普及啓発を行う

ことが必要である。一方、国は地方公共団体が適切な施策を進めることがで

きるよう、先進的な研究を実施 し、その成果を普及する等の必要な技術的支

援を行 う必要がある。

また、このような国と地方公共団体における役割分担の下、国は患者団体、

日本医師会、日本 リウマチ学会、日本整形外科学会、日本小児科学会、日本

リウマチ財団等関係団体と連携 してリウマチ対策を推進 していくことが必要
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である。

当面の方向性

○ 医療の提供等

リウマチの治療法については、現時点では、完全な予防法や根治的な治

療法は開発されていない。 しか し、早期からのメ トトレキサー トの使用に

加えて、不応例に対 しては生物学的製剤を積極的に導入することにより、

関節破壊の進展を阻止 させる治療方法が確立 しつつある。このような背景

を踏まえ、今後は、リウマチが強 く疑われる患者、進行性かつ活動性の高

いリウマチ患者、高齢かつ臓器合併症などの生命予後上のリスク因子を有

するリウマチ患者などが早期に専門医療の可能な医療機関を受診 し、 リウ

マチによる関節破壊を阻止できるような医療体制の確保が重要である。ま

た、治療方針が確定 した患者は、リウマチ診療に必要な基本的知識・技術

をもつかか りつけ医によって治療を継続されるような病診連携体制が構築

されることも必要である。

また、既に関節破壊が進行 し日常生活の活動性が低下 しているリウマチ

患者に対 しても、関節破壊の進展阻止を目指 した重症化防止の取組、人工

関節を中心とする外科的治療、総合的な理学療法等による関節機能の改善

を目的とした取組も、 リウマチの医療等の提供を考慮する上では重要であ

る。

これ らの取組により、可能な限 り入院患者を減少させ、又は入院 しても

短期で退院 し社会復帰できるよう、適切な入院治療・外来治療を提供する

ことを目指す。

O 情報提供・相談体制

国及び地方公共団体は、患者を取 り巻 く生活環境等の改善を図るため、

患者や国民に対する情報提供体制の確保や相談体制の確保のための対策を

講 じ、患者や国民が リウマチに係る適切な医療情報を得られる様な体制の

構築を目指す。

○ 研究開発等の推進

リウマチ対策研究の基本的方向性 としては、関節の破壊を阻止するため

の治療方法の確立に重点を置 くとともに、関節破壊に伴 う日常生活の活動

性の低下を改善させるための有効な治療法の開発を推進する。

なお、長期的視点に立ち、リウマチの予防法と根治的な治療法の開発を

進め、最終的にはリウマチの克服を目指す。

(2)リ ウマチ対策の具体的方策

上記の方向性を具体的に達成するため、今後、重点的に取組を行 う具体的方

‐
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策は以下のとおりである。  .

ア 医療の提供等

(ア )リ ウマチの治療に必要な医療体制の確立

O 国、都道府県等の役割分担

・ 国においては、日本医師会等医療関係団体や関係学会等と連携 して、

メ トトレキサー ト及び必要に応 じて生物学的製剤を使用 した治療によ

り寛解導入に結びつけることができるようになったことを踏まえ、診

療ガイ ドラインの改訂を行 うとともに、その普及により地域の診療 レ

ベルの不均衡の是正を図ることが必要である。

・ 都道府県においては、上記のような国の取組や医療計画等を活用 し

て、地域におけるリウマチに関する医療体制の確保を図ることが求め

られる。また、適切な地域医療の確保の観点から、地域保健医療対策

協議会等の場を通 じ、関係機関との連携を図る必要がある。なお、地

域医療に求められる医療連携体制の例 としては、以下のようなものが

考えられる。診断か ら寛解導入に至るまでの時期や著 しい増悪時、さ

らには急速進行の高 リスク群 (高疾患活動性、早期からの骨び らんの

存在、抗CCP抗体高値など)、 重症難治例には専門的な対応をリウマチ

診療の専門機能 を有する医療機関が行い、病状の安定 している時期あ

るいは寛解導入後の治療には身近なかか りつけ医が診療する。なお、

リウマチの早期診断には専門的な対応を要することも多いため、身近

なかか りつけ医が専門的な検査や診断が可能な医療機関に時機を逸す

ることな く患者を紹介することが重要である。また、 リウマチはほぼ

全身の臓器に係わる疾患であることか ら、上記のような専門医療機関

等を支援できる集学的な診療体制を有 している病院を都道府県に 1箇

所程度確保するというような医療連携体制が考えられる。加えて、小

児 リウマチの医療体制についても、必要に応 じて、周辺都道府県と連

携 してその確保に努める必要がある。

・ 地方公共団体においては、機能障害の回復や機能低下の阻上のため

の リハ ビリテーションを行 うことができる環境の確保を図る。その際、

市町村においては、健康増進法に基づ く機能訓練や介護保険制度に基

づ く介護予防サー ビス事業の活用等も考慮し、地域におけるリハ ビリ

テーション体制の確保に留意する。あわせて、在宅療養を支援するた

めの難病患者等居宅生活支援事業の活用を図ることも重要である。

○ 早期発見・早期治療の方向性

・ 現在、リウマチ患者の総数は、約70～ 80万 人といわれている。 リウ

マチの根治的な治療法は今なお確立されていない状況ではあるが、メ

トトレキサー トの早期か らの積極的な使用に加え、近年開発され普及
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しつつある生物学的製剤の積極的な早期投与により、以前は不治の病

とされていたリウマチが、ほぼコン トロールできる疾患としてその位

置付けを移 しつつある。このような概念は'Window of Opportunity'

と言われ、早期発見 日早期治療の重要性を示すものとして国際的に注

目を集めている。リウマチの診断に関 しては、米国リウマチ学会/欧

州 リウマチ学会による新分類基準が平成22年に発表され、今後我が国

でも広 く使用されるものと思われる。また、関節破壊を非侵襲的に評

価できる関節超音波検査の標準イヒも、我が国では日本 リウマチ学会を

中心に進められている。

・ こうした診断及び治療方法の革新を踏まえ、今後、リウマチが原因

で関節機能が損なわれることがないようにすることにより、患者の生

活の質を向上させるとともに、入院患者の減少又は入院期間の短縮を

図るためには、最新の知見に基づいて提唱された早期診断法や リウマ

チ発症初期におけるリウマチ寛解導入療法といつた有効性の高い治療

法を普及 し、適切な医療を効率的に提供できる体制を確立すること、

相談や情報提供等患者を取 り巻 く環境を整備 し、患者が適切な医療を

可能な限り早期に享受できるようになることを目指す必要がある。特

に、寛解という明確な治療 目標を設定し、総合的疾患活動性指標 (DAS

28な ど)を用いて目標到達まで治療を積極的に推進するTreat to Ta

rgetと いう手法が従来は糖尿病、高脂血症などで行われてきたが、リ

ウマチの分野でも世界的に急速に広まっており、平成23年 に米国リウ

マチ学会/欧州 リウマチ学会か ら発表された新寛解基準 とともに、我

が国でも普及を図る必要がある。

(イ )人材育成

○ リウマチ診療に必要な基本的知識・技術をもつかか りつけ医の育成
, 診療ガイ ドラインに基づ く治療を行 うことにより、患者の QOLを
向上させ、効率的かつ適切な医療の提供を促進できると考えられるこ

とか ら、国においては、日本医師会等の医療関係団体や日本 リウマチ

学会等の関係学会等 と連携 して、診療ガイ ドラインの普及を図るなど、

急速に変遷しつつあるリウマチの診断及び治療に関する啓発活動を積

極的に行う。これに加え、診療ガイ ドラインに基づいた、リウマチの

診療 における必要な疾患自体の知識、適切な治療方法及びその考え方、

外来診療における留意事項等のかかりつけ医が習得 しておくべき基本

的診療技術を明確にするとともに、リウマチ診療に必要な基本的知

識・技術をもつかか りつけ医の育成に努める。

・ 医学教育においては、全国の医科大学 (医学部)の教育プログラム

の指針となる「医学教育モデル・ コア・カリキュラム」において、

「関節 リウマチの病態生理、症候、診断、治療とリハビリテーション
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を説明できる」等の到達目標を掲げており、各大学においては、これ

に基づいた教育力リキュラムを策定 し、その充実を図ることが必要で

ある。また、医師国家試験出題基準においてリウマチが取 り上げられ

ている。

・ 臨床研修においても、現在、経験が求められる疾患の 1つとしてリ

ウマチが取 り上げられており、プライマリケアの基本的診療能力とし

てその正 しい知識及び技術修得が求められている。臨床研修を受けて

いる医師は自らリウマチ診療について経験する必要がある。

・ 日本医師会において実施 している医師の生涯教育においても、今後

ともよリ ー層 リウマチに係る教育が充実されることを望みたい。

○  リウマチ専門の医師の育成

・ リウマチ診療の質の向上及び都道府県間における リウマチ専門の医

師の偏在の是正を図るため、関係学会におけるリウマチ専門の医師が

適切に育成されることが望まれる。また、リウマチ診療はほぼ全臓器

に関わる診療となるため総合的な リウマチ専門の医師の存在が重要と

考えられ、関係学会において、そのような専門の医師の育成について

検討することが望まれる。

・ それぞれの地域におけるリウマチ専門の医師を育成するため、リウ

マチ診療の専門機能を有するのみでなく、専門的な リウマチ診療を担

う医師の教育研修をそれぞれの地域で効率的に行える医療機関の確保

も医師の偏在是正を図る上では重要である。

。 日本 リウマチ学会 リウマチ専門医と日本整形外科学会認定リウマチ

医の認定の基準や方法等においては、専門医の在 り方を踏まえつつ、

リウマチの鑑別診断、メ トトレキサー トや生物学的製剤を用いる専門

的な薬物治療とその リスク管理や手術の予後に関する知識等の共通化

が図 られるとともに、将来的には、 リウマチを専門に診療する医師の

基準や認定が統一されていくことが望ま しい。

・ 疾患管理により高い専門性が求め られる小児 リウマチ診療に携わる

人材の育成について、日本小児科学会等における専門的な診療技術の

確立やその普及に向けた取組が望まれる。

○ 医師以外の医療従事者の育成

保健師、看護師、薬剤師、理学療法士等においても、リウマチ患者に

適切に対応できるよう、例えば、メトトレキセー トや生物学的製剤によ

る治療がなされている患者に対しては、治療への不安や副作用の発現を

早期に探知し、支援できるような知識・技能を高めておく必要がある。

なお、保健師、看護師については、日本リウマチ財団や日本看護協会の

研修等において、今後ともよリー層リウマチに係る教育が充実されるこ
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とが望ましい。

(ウ )診療の質の向上

O 診療ガイ ドライン及びク リニカルバスについて

・ 国は、日本医師会や関係学会等と連携 して、リウマチ医療を提供す

る医療機関が、適切な治療法の選択や薬剤投与による冨1作用の早期発

見等の適切な医療が実施できるよう、発症初期のリウマチの診断及び

治療を含めた リウマチ診療に対する最新の知見を整理 した診療ガイ ド

ラインの改訂及びその普及を図る必要がある。
。 入院するリウマチ患者に対 して、適切な入院医療が提供 されるよう、

専門的なリウマチ診療を行う病院は、病態別重症度別のクリニカルパ

ス (検 査 及 び治 療等 を含 め た詳 細 な診 療計画 表 をい う。)を
積極的に導入 していくことが望まれる。

Ⅲ 患者の長期的な治療計画の標準化や標準化された治療計画の普及・

推進のためには、地域連携ク リニカルパス (リ ウマチの専 門医 療

機 関 と地域 の 医 療機 関 等 が 診 療 上 担 う役割 を明 確 化 した計 画

表 等 に よ り、 リウマ チ患者 に対 す る診療 の 全体 像 を体系化 し

た もの をい う。)等 も有 効 で あ る と考 え られ る。

○ 専門情報の提供について

・ リウマチに関する研究成果等を踏まえた専門的な医学情報について

は、国は関係学会等と協力 して必要な情報提供を適宜行 うこととする。
口 専門医療機関等からの相談に対応することを目的とした (独)国立

病院機構相模原病院臨床研究センターの相談窓口についても引き続 き

活用されることが望まれる。

イ 情報提供・相談体制

(ア)情報提供体制の確保

・ 国民及び患者にとって必要な情報 としては、リウマチに関する一般疾

病情報、適切な治療や薬剤に関する情報、研究成果等に関する最新診療

情報、医療機関及びサー ビスの選択に係る情報などが考えられる。
・ 具体的な情報提供手段としては、正 しい情報を効果的かつ効率的に普

及するためには、ホームページのみならず、パンフレッ ト等を活用 した

情報提供が必要である。

・ 国においては、適宜関係学会等と連携 し、ホームページやパンフレッ

ト等を活用 して、最新の研究成果を含む疾病情報や診療情報等を都道府

県等や医療従事者等に対 して提供する。また、免疫アレルギー等予防・

治療研究推進事業において実施される リウマチ・アレルギーシンポジウ

ムにより、リウマチに関する上記の情報を国民に広く啓発 し、国民が リ
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ウマチに対する正 しい知識を得るための機会を確保することに努め、専

門的な診療を必要 とする患者が専門医療機関に確実に受診できるよう支

援 していく。

・ 地方公共団体においては、国等の発信する情報や リウマチ・アレルギ

ー特別対策事業を活用するほか、それぞれの地域医師会等の協力を得な

が ら医療機関等に関する情報を住民に対 して提供することが望ましい。

(イ )相談体制の確保

・ 国は、地域ごとの相談 レベルに格差が生 じないよう、全国共通の相談

員養成研修プログラムを作成 し、「リウマチ・ア レルギー相談員養成研

修会」の内容に関する充実を引き続き図るものとする。

・ 地方公共団体は、このような国の取組を踏まえ、都道府県においては

体系的な リウマチ相談体制の構築、具体的には、一般的な健康相談等は

市町村において実施 し、その支援の一環としての相談・支援、医療機関

情報の提供等については保健所において実施する等を検討 し実行するこ

とが望ましい。

ウ 研究開発及び医薬品等開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

・ 研究企画・実施・評価体制の構築に際 し、明確な目標設定、適切な研

究評価等を行うことにより、リウマチに関する研究をより戦略的に実施

し、得 られた成果がより効果的に臨床応用されることが重要である。

。 国は、政策的課題に関連するテーマも勘案した上で、適切に公募課題

に反映させるとともに、研究課題の採択に当たって、リウマチ分野にお

いて重要性、発展性が高 く、かつ独創性、新規性の高い研究課題を採択

するほか、免疫アレルギー疾患等予防。治療研究事業の中でテーマの類

似 している研究課題の統廃合を図る必要がある。なお、国が進めていく

べき研究課題は、民間企業や医療機関と国との役害1を認識 しながら、研

究事業の評価委員会の意見を踏まえ、課題の決定を行 う。

・ 治療効果も含めたリウマチ患者の動向を適切に把握することは、単に

疾患統計 という視点のみならず、病因、病態、治療、予後等の研究を効

果的かつ効率的に進める上で重要であるとともに、薬物投与による長期

的な副作用に関する情報を収集する必要性が高いと考えられることか ら、

継続的かつ汎用性の高い患者データベース等をその対策の為に利用する

ことも重要である。

(イ )研究 目標の明確化

○ 当面成果を達成すべき研究分野

これまで得られた研究成果等を踏まえ、今後よリリウマチ診療の医療
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の均てん化や医療水準の向上に資するような研究成果を得 られるよう、

特に次の研究分野に関 して重点的に研究 を推進 していく。

(関節破壊の阻止 )

・ リウマチを可能な限 り早期に的確に診断 し、関節破壊等の病状が進

行する前に寛解導入療法を積極的に開始し、リウマチによる関節の破

壊を阻止す るための治療方法及び治療戦略の確立を目指す。

・ 近年普及 している複数の生物学的製剤等について、よ り効果的でよ

り安全な使用方法を確立するための研究

・ 治療効果、重症度の改善効果、副作用の少なくない医薬品使用時の

安全性等を、より詳細に把握するための研究

(関節機能の改善)

・ 既に関節破壊が進行 し、身体機能に障害を来 しているリウマチ患者

の活動性を改善させることを目的として、外科的治療法や医療用具等

の開発、リハビリテーション療法の確立等を目指す。

○ 長期的目標を持つて達成すべき研究分野

上記の関節破壊の阻止や関節機能の改善に関する研究に取り組みつつ、

病因・病態 (免疫システム等)に関する更なる研究を進めてリウマチの

克服を目指す。

(関節リウマチの予防法と根治的な治療法の確立 )

・ リウマチの病因・病態や先端的治療に関する研究

例 リウマチの遺伝的要因、環境要因の分子機構に関する研究

リウマチの免疫異常 とその制御に関する研究

リウマチの骨・軟骨破壊抑制等に関する研究

各病態に応 じた治療法の確立に関する研究

疾患制御の効果についての介入試験のデザインとその評価等や費

用対効果分析に関する研究

(ウ )医薬品等の開発促進等

・ 日本は欧米程度の医療水準が確保されるよう、新薬開発の促進が図ら

れていく必要がある。また、安全性・有効性を確保 しつつ、適切な外国

データがあればそれらも活用 しながら、医薬品の薬事法上の承認に当た

って適切に対応 していく必要がある。

・ 国においては、優れた医薬品がより早 く患者の元に届 くよう治験環境

の確保に努めるとともに、有害事象を的確に把握できるよう収集された

副作用データベースの活用方法を検討する必要がある。また、リウマチ

に対する生物学的製剤は、その誕生から長 くても 15年程度 しか経過 し

ておらず、生物学的製剤の長期的な副作用に関しては、明らかにされて

いないことに留意することも重要である。
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(3)施策の評価等

・ 国においては、適宜、有識者の意見等を聞きつつ、国が実施する重要な施

策の実施状況等について評価 し、また、地方自治体の実施する施策を把握す

ることによ り、より的確かつ総合的なリウマチ対策を講 じていくことが重要

である。

・ 地方公共団体においても国の施策を踏まえ、国や関係団体等 との連携を図

り、施策を効果的に実施するとともに、主要な施策について政策評価を行う

ことが望ま しい。
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Ⅱ アレルギー対策について

ア レルギー疾患対策の現状と問題点

(1)我が国におけるアレルギー疾患対策の現状

ア ア レルギー疾患の疫学

(ア )ア レルギー疾患の罹患者数

2008年の全国小児喘息の有症率は、 6～ フ歳で138%。 13～ 14歳で

95%、 1618歳で83%で あった:また幼稚園児での喘鳴有症率は199%
であった。さらに成人において、2006年における全国11箇所における有病

率調査では成人喘息有病率 (医師によ り診断された喘息)は54%、 最近 1

年間の喘鳴症状のある喘息有症率は94%で あった。また同時調査での全

国一般住民における鼻アレルギー症状を有する (花粉症を含む)頻度は

472%であることも判明した (以上厚生労働科学赤澤班2010報告 )。 また

ア トピー性皮膚炎は 4ヶ 月から6歳では12%前後認め、成人のア トピー性

皮膚炎も20～30歳代で9%前後の頻度で認められることが明らかとなつて

いる (厚生労働研究、ア トピー皮膚炎治療ガイ ドライン2008よ り)。 これ

らの結果は、わが国の全人口の約 2人に 1人が何 らかのアレルギー疾患に

罹患 していることを示している。これは近年の国民の約 3人に一人がアレ

ルギー疾患に罹患している状態よりもさらに急速に増加していることを示

している。この増加の主体はアレルギー性鼻炎 (花粉症を含む)と 喘息の

増加によると考えられている。

(イ )ア レルギー疾患患者の動向 (平成15年保健福祉動向調査より)

○調査の概要

平成15年国民生活基礎調査の調査地区から層lL無作為抽出 した全国の 3

00地区内におけるすべての世帯員 41, 159名 を調査の客体 とし調査

が行われた。

○調査の結果

本調査によると、この 1年間に、皮膚、呼吸器及び目鼻のいずれかにア

レルギー様症状があつたと回答 した者は全体の359%で、この うち、アレ

ルギーと診断された者は全体の14.7%で あった。したがって、ア レルギー

様症状のある者で医療機関においてア レルギー診断を受けた者の割合は半

分に至つていない。

また、今後のアレルギー疾患対策について要望があると答えた者は全体

の575%で、その主な内容は、「医療機関 (病院・診療所)にア レルギー

専門の医師を配置 してほしい」、「ア レルギーに対する医薬品の開発に力

を入れてほ しい」、「アレルギーに関する情報を積極的に提供 してほ しい」

であつた。
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(ウ )個別疾患ごとの状況

○気管支喘息

小児での有症率は 2005～ 2008年時点で、 6～ 7歳で 138%、 13-14歳

で 95%、 16-18歳 で 83%、 幼稚園児での喘鳴有症率は 199%で ある

(厚生労働科学研究赤澤班 2010報告書 )。 気管支喘息は小児、成人ともに

ここ 10～20年間で急増 している (ア レルギー疾患診断治療ガイ ドライン

2010)。 小児喘息はここ 20年で約 3倍の増加を示し、2002年までは少な

くとも急増 していたが (ア レルギー疾患診断治療ガイ ドライン 2010)、

2005年 以降の調査で横ばいから微増にとどまつたとする報告がある (厚

生労働科学研究 赤澤班 2010報告書 )。 今後の経時的調査が必要である。

成人 (20～ 44歳)における国内初の全国 11箇所大規模疫学調査 (2006年

調査)では、喘息有病率は 54%、 最近 1年間の喘鳴症状のある喘息有症

率 は 94%で あ った (厚生労働科学研究赤澤班報告書 2010、 および

Fukutomi et a1 153 280-287i2010 1AAI)。 経年的調査研究は、大規模

な研究はないものの、定点調査 (静岡県藤枝市)において、医師により診

断 された喘息有病率は、1885年 が 21%(中川ら)、 1999年が 390/0(大

田 ら)、 2005年が 69%と 急増 している (Fukutomi et al A1 2011印刷

中 )。 今後も正確な経年的な調査が必要である一方、50歳以上における喘

息有病率調査は、COPDな どの混入の問題があり、現状では正確な調査が

世界的にも困難 とされている。そのため国内でも正確な調査はないが、青

年壮年期と比較 してやや多い有症率と考えられている。

以上、国民全体では少なくとも約 800万人が気管支喘息に罹患してい

ると考えられる。

〇ア レルギー性鼻炎・花粉症

花粉症は世界的に、特に先進国において増加 している。通年性アレル

ギー性鼻炎は、室内ア レルゲン (ハウスダス ト、ダニ、ペッ ト、真菌など)

が主な原因であるが、季節性鼻ア レルギー、特に花粉症は花粉抗原が原因

となるため、国内でも地域差が大きい。2005年に行われた ECRHSを 用い

た全国疫学調査では、花粉症を含む鼻アレルギーの頻度は成人で 472%
であつた (厚生労働科学研究 赤澤班 2010報告書 )。 2010年に行われた

全国 Web調査でも (対象 :全国約 4万人の 20歳から 44歳の県庁所在地住

民 )、 472%で あった (厚生労働科学研究 赤澤班 2011報告書 掲載予

定 )。 全国の耳鼻科医とその家族におけるアレルギー性鼻炎有病率調査に

おいて、1998年 と 2008年の比較では、ア レルギー鼻炎全体は 2980/0か ら

394%に増加、スギ花粉症も 162%か ら 265%に増加 している (鼻ア レ

ルギー診療ガイ ドライン 2009)。 通年性鼻炎は若年層に多く、一方、スギ

花粉症は若年か ら中年層に幅広 く認められるが、近年では小児期の発症が

目立つている。

17



以上、スギ花粉症 を含むア レルギー性鼻炎は、国民の 40%以上が罹患

していると考えられ、今後も増加することが予想される。

○ア トピー性皮膚炎

2000～ 2008年 において、保健所、小学校、大学における医師健診によ

る有症率調査が報告 されている (ア トピー性皮膚 炎治療 ガイ ドライ ン

2008)。 そこでは、 4歳児が 128%、 1歳半が 980/0、 3歳児が 132%、

小学 1年生が 118%、 小学 6年生が 106%、 大学生が 82%で あった。

また成人では、20歳代が 94%。 30歳代が 83%、 40歳代が 48%。 50～

60歳代が 25%で あった。また重症度では、学童か ら 30歳代までに中等

症以上の比較的重症例がそれぞれの層で多く (20%以上)含まれていた

(ア トピー性皮膚炎治療ガイ ドライン 2008)。 小学生においては年次推移

が示されており、全学年において 1992年 と 2002年 との比較では、やや減

少 していた (ア レルギー疾患診断治療ガイ ドライン 2010)。

以上、国民の約 1割がア トピー性皮膚炎に罹患 していると考えられる。

ただ し、ア トピー性皮膚炎に対する大規模かつ詳細な研究、最新の報告は

ないため、その推移に関 しては今後の検討課題である。

○食物アレルギー

食物アレルギーは原因抗原の種類あるいは加齢により耐性化するため

有病率も各年齢で異なる。わが国の大規模有病率調査から、乳幼児有病率

は 5～ 10%、 学童期は 1～ 2%と 考えられる。成人の大規模な調査はない

ため不明である (ア レルギー疾患診断治療ガイ ドライン2010)。 近年は、

全年齢層での重症例の増加、成人での新規発症例が 目立っている。

(工)ア レルギー関連死

平成 15年人口動態統計によると、アレルギー疾患に関連 した死亡者数は

3,754名 で、そのうち「喘息」による死亡は3,701名 (986%)、 「スズメ

バチ、ジガバチおよびミツバチとの接触」による死亡は24名 (06%)、
「有害食物反応によるアナフィラキシーショック」による死亡は 3名 (0

1%)で あつたが、平成21年人口動態統計では、アレルギー疾患に関連 し

た死亡者数は2,190名 であり、「喘息」による死亡は2,139名 (976%)、
「スズメバチ、ジガバチおょびミツバチとの接触Jによる死亡は13名 (0

6%)、 「有害食物反応によるアナフィラキシーショック」による死亡は

4名 (02%)で あり、ア レルギー関連死は喘息死を中心に減少傾向であ

った。

イ 主なア レルギー疾患対策の経緯

(ア)厚生労働省におけるア レルギー疾患対策

厚生労働省においては、平成 17年に、厚生科学審議会疾病対策部会 リウ

マチ・アレルギー対策委員会においてア レルギー疾患対策の基本的方向性
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か ら、重点的に推進すべき具体的施策に及ぶ幅広い事項について議論を重

ね、取 りまとめ られた「リウマチ・ア レルギー対策委員会報告書」等を踏

まえ、「ア レルギー疾患対策の方向性等」 (平成17年 10月 31日 付け健疾発

第1031002号 )を発出し、国民に安心・安全な生活を提供できる社会づ く

りを目指 し、ア レルギー疾患対策を総合的かつ体系的に推進 してきた。

○ 医療の提供等に関する取組等

・ 平成 18年 度から、「喘息死ゼロ作戦」として地域における喘息死を

減少させることを目的に、平成22年度からは、対象疾患をリウマチ及

びア レルギー疾患に拡大 して、その新規患者数を減少させることを目

的に、医療従事者の研修会の開催等の リウマチ・アレルギー特別対策

事業を実施 している。

・ 質の保たれた均―な治療の普及のために、厚生労働科学研究費補助

金などを通 じて、関係学会等と連携 し、診療ガイ ドライン等を作成 し

て関係医療機関等に配布 している。

・ 平成 8年か ら医療法上の標榜科としてアレルギー科を新たに定めた。

平成 14年 時点でのアレルギー科の標榜施設は病院と診療所を合わせて4,

480施設、平成20年時点では6,750施 設と増加 している。

○ 情報提供

・ 相談体制の確保に関する取組等

・ 厚生労働科学研究費補助金により、各種アレルギー疾患の自己管理

手法についてわか りやす (解説 したセルフケアマニュアルを作成 し、

ホームページ等を通 じて、広 く国民に情報を提供 している。

・ 平成16年 から厚生労働省のホームページ上に「 リウマチ・アレルギ

ー情報」のページを開設 し、正 しい情報の普及の強化に努めている。

(httpi//www mhlw go jp/new― info/kobetu/kenkOu/ryumachi/index h

tml)

・ 免疫ア レルギー疾患等予防・治療研究推進事業においては、日本予

防医学財団に委託 し国民を対象としたア レルギーシンポジウムを開催

している。

・ 都道府県等の保健師等を対象にした「リウマチ・アレルギー相談員

養成研修会」等を実施 し、地域における相談体制の確保促進を図つて

い る 。

・ 平成19年 から、ア レルギー疾患に関する各種一般・専門情報の提供

を行 うとともに、電話相談等を通 じてア レルギー疾患患者やその家族

の悩みや不安に的確に対応することによ り、その生活の一層の支援を

図ることを目的に (財)日 本予防医学協会に委託 し、「ア レルギー相

談センター事業」を実施 している。
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○ 研究開発等の推進に関する取組等               
´

・ 厚生労働科学研究費補助金により、平成 4年度から、アレルギー疾

患についてその病因・病態解明及び治療法の開発等に関する総合的な

研究を実施 している。

・ 平成12年 10月 に国立相模原病院 (現 (独)国立病院機構相模原病院 )

に臨床研究センターを開設 し、ア レルギー疾患に関する臨床研究を進

めている。さらに、平成16年 3月 に研究協力協定を締結 し、それに基

づき 4月 から (独)理化学研究所横浜研究所免疫・アレルギー科学総

合研究センターとの間でスギ花粉症のワクチン開発等の共同研究が実

施 されている。

その他の事項

・ 食物ア レルギー疾患を有する者の健康被害の発生を防止する観点か

ら、ア レルギー物質を含む食品に関する表示について、アナフィラキ

シーをは じめとしたアレルギー反応を惹起することが知 られている物

質 を含む加工食品のうち、特に発症数、重篤度か ら勘案 して表示する

必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の 5品目を原材料とする

カロエ食品については、これ らを原材料として含む旨を記載することを

食品衛生法で義務づけている (平成13年 から施行)。 さらに、平成20

年か ら対象を拡大 してえび及びかにについても記載を義務づけている。

また、その他アレルギーの発症が見られる20品 目についても、法的な

義務は課されていないものの、アレルギー疾患を有する者への情報提

供の一環として、これらの食品を原材料として含む旨を可能な限り表

示するよう努めるよう、平成13年から推奨 している。こうした制度を

周知するため、パンフレッ トやホームページ等を活用 した情報提供を

行 つている。
‐ エ ピネフリンは、その交感神経刺激作用に より、気管支痙攣の治療

や急性低血圧・アナフィラキシーショックの補助治療等に世界中で使

用 されており、これを自己注射するための緊急処置キッ トとして、ェ

ピネフリン自己注射用キッ トが開発されている。厚生労働省は、平成 1

5年、蜂毒に起因するアナフィラキシーショックの補助治療剤としての

輸入承認を行い、平成17年 3月 、蜂毒に限らず食物及び薬物等に起因

す るアナフィラキシーについて新規効能追加の承認を行い、医師が患

者、その家族またはそれに代わ り得る適切な者に適切に指導すること

を前提とした使用が可能となっている。
・ 社会問題化 している花粉症の諸問題について検討を行 うため、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、気象庁、環境省で構成する「花粉

症に関する関係省庁担当者連絡会議」を設置 し、適宜、必要な情報交

換等を行 っている。

○
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(イ )地方公共団体におけるアレルギー疾患対策

都道府県においては、ア レルギー疾患対策は、地域の特性に応 じて自治

事務 として取 り組まれており、具体的には、住民に対する普及啓発や相談

窓国の設置などの取組が行われている。 しか し、市町村や関係団体等との

連携 を図つているところが少ないなど、各都道府県間の取組には格差があ

り、その対策は必ず しも十分なものにはなっていない。また、医療計画上

ア レルギー疾患対策を定めているところは少ない。

(ウ )ア レルギー疾患に関する専門医療等

ア レルギー疾患に関する医療の水準を高めること、患者やその家族から

見て医療機関や医師個人の専門を承知 して診療を受けられるようにするこ

と、医療機関及び医師が相互にその専門をす ぐ判るようにすること等に役

立つ ことを目的として、昭和62年 10月 、日本アレルギー学会によリアレル

ギー認定医制度が制定され、平成16年 11月 から専門医制度に一本化され

た。平成22年現在でア レルギー専門医は 2,965名 (う ち指導医496名 )が

認定 されている。日本アレルギー学会の認定施設数は、273施設460科であ

る。

また、アレルギー疾患には、呼吸器領域、耳鼻咽喉科領域、皮膚科領域、

小児科領域等で診療される疾患が含まれており、それぞれの領域の専門医

等 もア レルギー疾患の診療において重要な役割を担つている。平成22年現

在での各学会認定の専門医師数は、日本呼吸器学会が4,364名 、日本皮膚

科学会が5,744名 、日本耳鼻咽喉科学会が8,601名 、日本小児科学会が14,1

06名 である。

(工 )関係団体等による取組

日本医師会においては、医師の生涯教育においてアレルギー疾患をとり

あげ、また地域の医師会によつては、アレルギー疾患に係る病診連携体制

の構築に取 り組むなど、医療体制の確保に資するための様々な取組が行わ

れている。

日本ア レルギー学会等関連学会においては、前述の様な診療ガイ ドライ

ン等の改訂や、専門医・指導医等の育成、疾患の病態解明や治療法の開発

等の研究推進等の取組を実施 している。

また、患者会等においては、患者目線での普及啓発として、患者自己管

理マニュアル策定への参画、患者間における相互協力 Ⅲ患者相談の実施、

国を含めた公共団体等での体験請演などの活動が行われている。

(2)ア レルギー疾患対策における課題

我が国においては以上のようなア レルギー疾患対策を実施 し、欧米のアレル
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ギー診療水準 との格差はないが、患者への医療の提供等について、患者のニー
ズに対応できていない部分があり、課題を残 しているといえる。

ア 医療の提供等に関する課題

O 体系的・計画的な医療の提供について

ア レルギー診療の可能な医療機関の立地については地域により様々であ
るが、その実情や在 り方について、地域において体系立てて計画的に把握
されていないのが現状である。

アレルギー疾患に係る専門医としては、ア レルギー専門医のほか、呼吸

器内科専Fl医、耳鼻咽喉科専門医、皮膚科専門医、小児科専門医等が考え
られるが、地域における医療を体系的・計画的に提供するためには、それ
らの医師がそれぞれの地域にどの程度いるか、専門医のいる医療機関がど
の程度あるかを把握することも、重要であるが、現状では必ず しも十分に

把握できていない。

O 早期診断・早期治療について

患者の重症化を防 ぐためには早期:診断、早期治療が重要であるが、その
ためには発症早期の患者や軽症の患者を診療する可能性が高い、地域の医
療機関のかか りつけ医におけるアレルギー疾患管理能力の向上が重要であ
る。

○ 多診療科との連携や医師の資質について

ア レルギー疾患の標的となる臓器は多岐にわたり、乳幼児期から高齢
期まで全年齢層が罹患する疾患群であるので、アレルギー診療には幅広
い知識が必要 となるが、現在は各診療科が縦割 りでそれぞれの診療を行
つている場合が多いため、診療科間における医療連携の構築がなされて
いないと指摘されている。

また、アレルギー専門医以外のかかりつけ医によるアレルギー診療に

おいては必ず しも最新の診療ガイ ドラインに基づいた標準的な治療がな

されていない場合もあるとの指摘がある。

O アレルギー疾患に関連 した死亡について

人口動態統計調査によるア レルギー疾患に関連 した死亡は、他の死亡

原因に比較 して大幅に減少を認めており、疾患対策としては奏功 してい

る分野であると指摘されている。

しか し、前述のとおり、依然として喘息を原因として死亡する患者は
平成21年の人口動態調査において、2,139名 おり、適切な治療により死に
至ることを防 ぐことが可能な疾患である喘息及び喘息死に対する積極的、

な取組は、今後とも必要である。
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近年の喘息死の原因としては、喘息診療に対する患者の認識不足や不

定期受診等、患者側の要因が大きいとされている。その一方、診療側に

つ いては、診療ガイ ドラインに基づいた継続的かつ計画的な治療管理が

喘 息死を有意に減少させるとされているが、ガイ ドラインの普及は十分

といえず、高齢者介護施設等の入所施設において吸入ステロイ ド薬が普

及 していないなどの指摘 もある。

イ 情報提供・相談体制の確保に関する課題

O 自己管理に資する情報提供について

・ アレルギー疾患については、抗原回避等の生活環境や生活習慣の改善、

日常における服薬等の疾患管理、疾患状態の客観的自己評価及び救急時

対応の手法等について自ら習得 し管理することで、QOLの 向上を図る

ことができる。そのため、厚生労働省においては、患者の自己管理マニ

ュアル等の作成・普及に努めてき

たが、現時点では必ず しもこういつた内容を踏まえた適切な疾患管理が患

者 自身によつて十分に行われておらず、その普及の在 り方には課題を残

している。

・ アレルギー疾患の治療においては、炎症を抑える薬物を長期投与する

ことが多く、ステロイ ド薬等の長期投与に伴う副作用に対する留意は必

要である。 しか し、過度に副作用に対する懸念を抱 くことにより、診療

ガイ ドラインに基づいたステロイ ド薬の適切な使用による治療をも忌避

して しまう患者やその家族も少な くないとの指摘がある。そのため、国

等の公共団体及び日本医師会、関係学会等の関連団体においては、患者

やその家族に対 して、適切な情報を適切な手段で提供することにより、

患者やその家族が安心 して最新の知見に基づく適切な医療を享受する機

会を逸 さない様にするための取組を行うとともに、薬剤の副作用につい

て正 しい知識を普及することにより、患者が薬剤の副作用発現に早期に

気づき、合併症を併発 し、より重篤な状態となることを避けることが重

要である。

○ 情報提供の在 り方について

インターネッ トの普及等により、患者自らがア レルギー疾患に関する各

種の情報を入手できるようになつた。 しか し、同時にいわゆる医療 ビジネ

スや民間療法に関する情報も普及し、中には健康に悪影響を及ぼす誤つた

情報や、不適切な情報等もあり、国民にとつて正 しい情報を取捨選択する

ことが困難な状況にある。そのため、国民からは、正 しい情報をさらに積

極的に提供 してほ しいとの要望もなされている。

O 相談体制の在 り方について
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個人差はあるものの、ア レルギー疾患患者は長期的にQoLを 損なう場

合があり、また患者やその家族にも心理的負担がかかるとの指摘もあるた
め、ァレルギー疾患を管理する上ではカウンセリング等の心理的支援にも

留意 した適切な相談対応が必要である。

また、国において実施 している相談員養成研修会においては、ァ レルギ

ー疾患に関する適切な情報を地方公共団体に所属する保健師等に提供する

等により、相談員の養成に努めているところであるが、参加 した保健師等
か らは担当部署の異動等により、養成研修会での経験が必ず しも活用され

ていないとの指摘もある。

地方公共団体における相談業務を始めとしたアレルギー疾患に関する対

策が講 じられている地域とそ うでない地域とでは、喘息死の比率等にも差
が生 じてぃる可能性も否定できないとの指摘もある。

研究開発即 医薬品等開発の推進に関す る課題

○ 患者の実態把握について

国において対策を講 じる上で必要なアレルギー患者の罹患率や有症率等
の実態についての調査が必ず しも十分ではないとの指摘もある。

○ 予防法 =根治的治療法が未確立であることについて

ア レルギー疾患に関する研究の成果として、徐々に発症機序、悪化因子

等の解明が進みつつあるが、その免疫システム・病態はいまだ十分に解明

されていないため、アレルギー疾患に対する完全な予防法や根治的治療法
カミな く、治療の中心は抗原回避をはじめとした生活環境確保と抗炎症剤等
の薬物療法による長期的な対症療法となっているのが現状である。免疫ア
レルギー疾患に関する我が国の基礎研究は世界水準にあるといえるが、予

防法 Ⅲ根治的な治療法の確立に資する研究は引き続き推進すべきである。

2 今後のア レルギー疾患対策について

(1)ア レルギー疾患対策の基本的方向性                ,

ア 今後のアレルギー疾患対策の目標

O 最終的目標

国のアレルギー疾患対策の最終的な目標としては、ア レルギー疾患に関
して、予防法及び根治的治療法を確立することにより、もって国民の安

心・安全な生活の実現を図ることにある。 しか しなが ら、現時点において、

最終的な目標を達成するためには、長期的な研究による成果が必要である。
一方、従来実施 されてきたア レルギー疾患対策によっても、先に述べたよ

うな医療の提供等に関する課題、情報提供・相談体制の確保に関する課題
及び研究開発等の推進に関する課題が指摘されており、まずはこれらの間
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題の解決に向けて、当面の目標を定め、アレルギー疾患対策を効果的に講

じる必要がある。

○ 当面の目標

当面の目標 としては、ア レルギー疾患を「自己管理可能な疾患」にする

ことにより、一層対策を推進することを目指すべきである。このため、身

近なかかりつけ医を始めとした医療関係者等の支援の下、患者及びその家

族が必要な医療情報を得ることや相談を受けることによつて、治療法を正

しく理解 し、生活環境を改善 し、また自分の疾患状態を客観的に評価する

等の 自己管理を的確に行えるような環境を整えることが不可欠である。

イ 国 と地方公共団体との適切な役割分担 と連携体制の確立

上記ア レルギー疾患対策の目標が達成されるためには、国と地方公共団体、

関係団体等との役割分担及び連携が重要 となる。国と地方公共団体の役割分

担については、ア レルギー疾患の特性及び医療制度の趣旨等を考慮すれば、

基本的には、都道府県は、適切な医療体制の確保を図るとともに、市町村と

連携 しつつ地域における正 しい情報の普及啓発を行うことが必要である。一

方、国は地方公共団体が適切な施策を進めることができるよう、先進的な研

究を実施 しその成果を普及する等の必要な技術的支援を行う必要がある。ま

た、 このような行政における役割分担の下、厚生労働省は患者団体、日本医

師会、日本ア レルギー学会、日本小児科学会等関係団体並びに関係省庁と連

携 してア レルギー疾患対策を推進 していくことが必要である。

ウ 当面の方向性

○ 医療の提供等

ア レルギー疾患の多様性に鑑み、かか りつけ医と専門医療機関間のみなら

ず、かか りつけ医間、専門医療機関間における円滑な医療連携体制の確保を

図る。医療連携体制において中心的役割を負う、かか りつけ医が担 うべき役

割を明確化 し、診療ガイ ドラインの普及及び診療ガイ ドラインに基づいた適

切な治療を行 う上での基本的診療技術 (日 常診療上、必要不可欠で適切な技

能や知識を指す。)の習得を推進するとともに、各医療職種の人材育成の推

進を図 り、ア レルギー疾患患者に統一 的、標準的な治療が提供できる体制

の確保を目標 とする。

○ 情報提供・相談体制の確保

国及び地方公共団体は、患者を取 り巻 く生活環境等の改善を図るため、

ア レルギー疾患を自己管理する手法等の普及・啓発を図るとともに、関係

団体や関連学会等と連携 し、その手法等の普及啓発体制の確保を図る。

○ 研究開発及び医薬品等開発の推進
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難治性ア レルギT疾患に対する治療方法の開発とその普及に資する研究

を推進するとともに、適切な医療が提供できる医療体制の確保に資する研

究を推進する。

(2)ア レルギー疾患対策の具体的方策

今後の目標を達成するため、重点的に取 り組むべき具体的方策は以下のとお

りである。

ア 医療の提供等

(ア )ア レルギー疾患に必要な医療体制の確立

○ かか りつけ医を中心とした医療体制
ヽ 国においては、ァレルギー疾患に係る医療体制を確保するため、日

本医師会等医療関係団体や関係学会等と連携 して、診療ガイ ドライン

の.改訂及びその普及を図る ことにより、地域における診療の向上を図

る。また、地域におけるアレルギー疾患対策の医療提供体制の在 り方

としては、何らかのアレルギー疾患に罹患する患者が非常に多く、全

ての患者 を専門医が診ることは現実的でないため、安定時には身近な

かかりつけ医が対応することが望ま しく、かか りつけ医の診療をさら

に向上させることが望まれる。そのためには、かかりつけ医が担 う診

療において必要な最低限度の技能や知識等を明確化し、その基本的診

療技術の習得を推進 していく必要がある。

・ 都道府県においては、上記のような国の取組や医療計画等を活用 し

て、地域の実情に応 じたアレルギー疾患に関する医療提供体制の確保

を図ることが求め られる。また、適切な地域医療を確保する観点か ら、

地域保健医療協議会等を通 じて関係機関との連携を十分図る必要があ

る。なお、地域医療に求められる医療体制の例 としては、以下のよう

なものが考えられる。病状の安定している時期には、身近なかか りつ

け医が診療に当たるが、重症難治例に対しては専門的な対応が必要で

ある。そのため、ア レルギー疾患に対する専門的・集学的な対応が可

能な医療機関を地域 ごとに確保することが必要である。このような専

門医療機関は、少なくとも都道府県に 1カ 所程度は確保することが望

まれる。なお、専門医療機関に求め られる診療体制とは、アレルギー

疾患の急性増悪期に対する適切な対応が可能であるとともに、標準的

な治療による疾患管理が困難な、いわゆる難治性のアレルギー疾患に

対する専門的な診療に習熟 した医師を有 していることを指す。このよ

うな専門医療機関は限られていることから、専門医療機関等が互 いに

支援できるような、専門医療機関間での連携も重要と考えられる。

また、ア レルギー疾患では、喘息の重積発作や大発作、重症感染症を

併発 している状態あるいはアナフィラキシーショックのような、緊急
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を要する病態を来す可能性もあることから、救急時対応を行う救急病

院においても、アレルギー疾患の緊急時対応を適切に行える医師が配

備されていることが望まれる。 ・ 身近なかかりつけ医においては、

一次医療機関での対応が可能な症例であつても、診療科の違い等によ

り、必ず しも最新の診療ガイ ドラインに基づいた基本的診療技術を習

得 しているとは限らないため、診療科の異なる診療所間等において、

適切に患者 を紹介 し合 う等の連携体制を構築することが望まれる。

壮年期における喘息死患者の多くが不定期受診に起因 していること

を鑑み、不定期受診により病状が重 くなつて受診 した患者であつても、

可能な限 り標準的・統一的な治療が提供されるよう、地域において診

療カルテの共有化を図る、薬局間での連携や情報の共有化を図る、患

者カー ドの所持をより啓発するなどの、地域における標準的 口統一的

な治療の普及に資する取組にも期待 したい。

診療ガイ ドラインに基づいた標準的な医療を提供するに当たつては、

医師のみならず、看護師や薬剤師、管理栄養士等の果たすべき役割も

大きいことから、医療従事者間における相互の密接な連携も重要であ

る。その具体的な在 り方については、その地域事情によつて大きく異

なることが考えられるが、それぞれの地域の特性を活用 した取組は、

地方公共団体や地域の関係団体等との間でも検討 されることが望まし

い 。

○ 喘息死等を予防する医療体制 :「喘息死ゼロ作戦」の推進

近年着実に減少傾向にある喘息死の今なお残る原因として、患者側の喘

息診療に対する認識不足や不定期受診等の問題、診療側の診療ガイ ドライ

ンに基づいた標準的かつ計画的な治療管理が行われてないなどの問題が従

前か ら指摘されている。これ らの問題を総合的に解消 してい くため、地域

において診療所等と救急病院 とが連携 し、患者教育を含む適切な治療方法

の普及 と患者カー ドを常に携帯 してもらうことによる医師―患者間の情報

共有等を図ることへのよリー層の取組が重要である。

なお、救急病院は、基本的には、二次医療圏単位で確保 されることが望

ま しい。当該病院に求められる要件 としては、高度、大規模な医療機器を

備えている必要はなく、ア レルギー専門の医師の確保がなされていれば足

りると考えられている。

※ 喘息死ゼロを目指 した取組の主な内容は以下のとお りである。

・ かか りつけ医への診療ガイ ドライン等に基づいた基本的診療技術の

普及

・ 患者カー ド携帯、喘息 日誌の活用等による患者の自己管理の徹底

・ 救急時対応等における病診連携の構築

。 医療従事者間の密接な連携体制の確立
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(イ )人材育成

○ ア レルギー疾患の基本的治療・技術をもつかかりつけ医の育成

・ 国においては、診療ガイ ドラインに基づく治療を行うことにより、

患者のQOLを 向上 させ、効率的かつ適切な医療の提供を促進できる

ことから、日本医師会等医療関係団体や関係学会等と連携 して、診療

ガイ ドライン等の普及を図 りつつ、最新の医学的知見に基づいた診療

ガイ ドライン等の改訂を推進する必要がある。また、身近なかかりつ

け医が日常診療において必要な、アレルギー疾患の基本的診療技術を

取 りまとめ、その普及を図ることも重要である。
・ 医学教育においては、全国の医科大学 (医学部)の教育 プログラム

の指針となる「医学教育モデル・コア・カリキュラム」において、

「アレルギー疾患の特徴とその発症を概説できる」「アナフィラキシ

ーの症候、診断と治療 を説明できる」「薬物ア レルギー を概説できる」

などの到達目標を掲げていることから、各大学においては、これに基

づいた教育カリキュラムを策定 し、その充実を図ることが必要である。
・ 臨床研修においても、現在、経験目標の 1疾患としてア レルギー疾

患が取 り上げられてお り、救急対応等を始めとしたプライマリケアの

基本的診療能力としてその正 しい知識及び技術の修得に資するもので

ある。臨床研修を受けている医師は自らアレルギー疾患 (喘息発作や

アナフィラキシーシ ョック等)の診療について経験することが必要で

ある。

・ 日本医師会が実施 している医師の生涯教育において、ア レルギー疾

患の基本的診療技術を習得するためのアレルギー疾患に係る教育が充

実 されることを望みたい。

・ 小児アレルギー診療に携わることができる人材の育成について、日

本小児科学会の取組等も望まれる。

○ ア レルギー専門の医師の育成

・ アレルギー疾患に対する診療の全国的な質の向上を図るためには、

それぞれの地域にアレルギー専門医又は各アレルギー疾患のそれぞれ

の診療科 (呼吸器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、小児科等)の専門医が十

分にいることも必要であり、かつその様な情報が適切に更新 。公開さ

れることが望まれる。関係学会においては、各アレルギー疾患を専門

的に診療できる医師の適切な育成に対する取組にも期待したい。
・ アレルギー疾患の専門的な診療においては、全身的な管理を要する

こと、全年齢層を対象とすることとなる場合も多いため、総合的なア

レルギー疾患専門の医師の存在は重要と考えられ、関係学会において

そのような専門の医師の育成について、その備えるべき技能や具体的
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な育成の方法等について検討するとともに、適切な技能を備えた専門

医師の育成がなされることが望まれる。

O 医師以外の医療従事者の育成

保健師、看護師、薬剤師及び管理栄養士等においても、ア レルギー疾

患患者に適切に対応できるよう、知識・技能を高めておく必要がある。

保健師、看護師については日本看護協会の研修において、今後ともよ

リー層ア レルギー疾患に係る教育が充実 されることが望ましい。

薬剤師については、6年制薬剤師養成教育の「薬学教育モデル・コア

カ リキュラム」においても、アレルギー疾患の病態生理や適切な治療薬

等 について、患者等に説明できることを薬剤師の要件として挙げている

ところであるが、アレルギー疾患の患者に対する適切な投薬管理や投与

法の指導も、患者の症状安定やその自己管理において非常に重要である

ため、薬剤師の服薬指導等の資質の向上に資するような研修会等の取組

が推進 されることにも期待 したい。

さらに、ア レルギー疾患にはアナフイラキシーを含む食物アレルギー

もあり、個々の患者ごとに適正な食物除去が行われることが重要である

ことか ら、管理栄養士及び栄養士についても、アレルギー疾患患者の栄

養管理に十分対応できるよう、日本栄養士会の研修等において今後より

一層ア レルギー疾患に係る教育が充実されることが望ま しい。

(ウ )専門情報の提供

国は、ア レルギー疾患に関する研究成果等を踏まえた専門的な医学情報

については、関係学会等と協力して必要な情報提供体制の確保を図る。ま

た、専門医療機関等からの相談に対応できるよう、国立病院機構相模原病

院の臨床研究センターの相談窓口についても引き続き活用されることが望

まれ る。

イ 情報提供・相談体制の確保

(ア)自 己管理に資する情報提供の促進

○ アレルギー疾患については、患者及びその家族により次に揚げる事項

を行うことにより、自己管理することが望まれる。

例 生活環境改善 (食物・住環境等に関する抗原回避、禁煙等)

罹患 している疾患とその治療法の正 しい把握

疾患状態の客観的な自己評価

救急時対応等

○ 国は、日本ア レルギー学会等と連携 し、上記内容について厚生労働科

学研究において作成された患者の自己管理マニュアル等を用いて、自己
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管理手法を積極的に普及 し、患者及び患者家族が有効に活用できるよう

に努める。

このような国の取組を踏まえ、都道府県等においては、都道府県医師

会や関係学会等 と連携 して研修会を実施する等 して、保育所・学校 (P
TA等 )・ 職域・地域 (子 ども会等)等における自己管理手法の普及を

図ることが求められる。

また、市町村においては、都道府県等と同様の取組が期待 され、乳幼

児健診等における保健指導等の場を効果的に活用 し、アレルギー疾患の

早期発見及び自己管理手法の普及等を図ることが求められる。

さらに、学校・保育所等においては、保護者等と十分連携をとり、児

童のア レルギー疾患の状況を把握 して健康の維持・向上を図ることが望

ま しい。

医療従事者においては、自己管理手法の普及について正 しく認識 し、

医療機関や保険薬局等において、看護師や薬剤師、管理栄養士等と医師

との密接な連携のもと、適切な指導が実践されることが重要である。

(イ )効果的 ‐効率的な情報提供

○ 国民及び患者にとって必要なア レルギー疾患に関する主な情報 として

は、以下のものが挙げられる。

例 ア レルギー疾患に関する一般疾病情報 (病因・病態・疫学等 )

生活環境等に関する情報 (患者の適切な生活環境確保に必要な情

報等)

適切な治療や薬剤に関する情報

最新の研究成果等に基づいた、適切な診療に関する情報

医療機関及びサー ビスの選択にかかる適切な情報

○ 上記の情報 を効果的かつ効率的に普及するためには、ホームページの

みならず、パ ンフレッ ト等も活用するなど効果的かつ効率的な情報提供

が必要である。

国においては、適宜、関係団体や関係学会等と連携 し、ホームペー

ジやバンフレッ ト等を活用 して、最新の研究成果を含む疾病情報や診

療情報等を都道府県等や医療従事者等に対 して提供する。また、免疫

ア レルギー等予防・治療研究推進事業において実施されるリウマチ・

ア レルギーシンポジウムにより、アレルギー疾患に関する上記の情報

を国民に広 く啓発することが重要である。

地方公共団体においては、国等の発信する情報や、リウマチ・アレ

ルギー特別対策事業を活用するほか、それぞれの地域医師会等の協力

を得ながら、住民が適切な医療機関等を選択するための情報を住民に

対 して提供することが望ま しい。



○ その他の事項として、下記のような取組が求められる。

・ 国は、アレルギー物質を含む食品に関する表示については、科学的

知見の進展等を踏まえ、表示項目や表示方法等の見直しを検討 してい

く。

・ 日本アレルギー学会が、近年、学術団体としての法人格 を得て資格

名を広告することが可能 となったアレルギー専門医等についても、各

臓器別疾患分野の専門医と併せて、その普及に努めてい く必要がある。

口 未就学児童をもつ保護者へのア レルギー疾患に関する情報提供は、

乳幼児期がアレルギー疾患の好発年齢であることから特に重要である。

そのひとつとして、市町村は、保育所等を通 じて、食を通 じた子ども

の健全育成 (いわゆる「食育」)に関する取組の中で、食物アレルギ

ーのある子どもについても対応を進めていくことが望ま しい。なお、

食育推進基本計画においては、「学校給食の充実」に関連 して、「栄

養教諭を中心として、食物ア レルギー等への対応を推進する。」と記

載されている。

(ウ)多様な相談体制の確保・充実               ｀

O 国は、地域ごとの相談 レベルに格差が生じないよう、「リウマチ・ア

レルギー相談員養成研修会」のよリー層の充実を図る。

また、 (財)日 本予防医学協会において実施されている、アレルギー

相談センター事業が活用されるよう、その周知に努めるべきである。

○ 地方公共団体は、このような国の取組を踏まえ、都道府県においては

体系的なアレルギー相談体制の構築、具体的には、一般的な健康相談等

は市町村において実施 し、標準的な治療方法等に関するより専門的な相

談については保健所において実施する等を検討 し実施することが望まし

い 。

○ 保健所においては、地域医師会や栄養士会等と連携 し、個々の住民の

相談対応のみならず、市町村からの相談や地域での学校等におけるアレ

ルギー疾患対策の取組への助言等の支援が期待される。

O 患者会等における相談窓口等も、特に、経験者の体験を基にした福祉

的側面等の相談など、相談者のニーズに対応することが可能であり、広

く活用されることが期待される。

ウ 研究開発及び医薬品等開発の推進

(ア)効果的かつ効率的な研究推進体制の構築
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○ 研究企画・実施・評価体制の構築に際 し、明確な目標設定、適切な研

究評価等を行 うことにより、アレルギー疾患に関する研究をより戦略的

に実施 し、得られた成果がより効果的に臨床応用されることが重要であ

る。

O 国は、政策的課題に関連するテーマも勘案 した上で、適切に公募課題

に反映させるとともに、研究課題の採択に当たっては免疫アレルギー疾

患等予防・治療研究事業の中でテーマの類似 している研究課題の統廃合

を図ることが必要である。なお、国が進めるべき研究課題は、民間企業

や医療機関と国との役割を認識 しながら、研究事業の評価委員会の意見

を踏まえ、課題の決定を行 う。

○ 治療効果も含めたア レルギー疾患患者の動向を適切に把握することは、

単に疾病統計という視点のみならず、病因、病態、診断、治療、予後等

の研究を効果的かつ効率的に進める上で重要であることか ら、継続的か

つ汎用性の高い患者データベース等の構築も重要である。

また、小児に特化 した調査としては、同一客体を長年にわたって追跡

調査する「21世紀出生児縦断調査」が平成13年度か ら実施 されていると

ころであり、喘息、ア トピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎・結膜炎、食

物ア レルギーの有病率について調査 している。本調査結果 も、小児ア レ

ルギーの実態を把握する上での有用な疫学情報のひとつであると考えら

れ、国は調査結果の積極的な活用について検討する。

(イ )研究 目標の明確化

○ 当面成果を達成すべき研究分野

これまで得られた研究成果等を踏まえ、今後よリアレルギー疾患診療

の医療の均てん化や医療水準の向上に資するような研究成果を得 られる

よう、特に次の研究分野を重点的に推進 していく。

・ ア レルギー疾患において、現行の標準的な治療方法による疾患管理

が困難な、あるいは不十分ないわゆる「難治性ア レルギー疾患」患者

に対する有効な治療方法の開発を最優先の 目標とする。そのため、関

係学会等と連携 し、治療の安全性は当然担保 しつつ、よ り高い有効性

が期待される治療方法を開発することを目標とする。

・ 喘息死の中心を占める高齢者喘息の実態やその管理手法の確立、不

定期受診に起因する喘息死患者の抑止の方法の開発と普及に資する研

究も推進する。

・ 国は、これ らの研究か ら得られる成果や、成果に基づいた国等への

施策提案を踏まえ、科学的根拠に基づいた正 しい医学的知見の、かか

りつけ医等への普及を図 り、国民が必要とする適切な治療を等 しく享
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受できるような医療体制の確保に資することを目指すべきである。

O 長期目標を持つて達成すべき研究分野

・ 長期目標として、アレルギー疾患の予防法と根治的治療法を開発す

るため、アレルギー疾患の病態・免疫システム解析と病因解明を行い、

その成果に基づくアレルギー疾患に対する根本的な治療法を開発する

ことを目指す。

(ウ )医薬品等の開発促進等

○ 新 しい医薬品等の薬事法上の承認に当たつては、国は適切な外国のデ

ー タがあればそれ らも活用 しつつ、適切に対応する。

O 国においては、優れた医薬品等がより早 く患者の元に届 くよう治験環

境の整備に努める。特に小児に係る医薬品等については対応が十分とは

いえないため、小児に係る臨床研究の推進を図ることが望ま しい。

(3)施策の評価等

国においては、適宜、有識者の意見等を聞きつつ、国が実施する重要な施策

の実施状況等について評価 し、また、地方公共団体の実施する施策を把握する

ことにより、より的確かつ総合的なア レルギー対策を講 じていくことが重要で

ある。

また、地方公共団体においても国の施策を踏まえ、国や関係団体等との連携

を図 り、施策を効果的に実施するとともに、主要な施策について政策評価を行

うことが望ましい。
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おわりに

本委員会において参集をもとめたリウマチ対策作業班及びアレルギー疾患対策作

業班における議論の結果を踏まえ、患者の00Lを維持・向上させるということに

重点を置き、検討を重ねてきた。

具体的な検討の範囲としては、我が国におけるリウマチ・アレルギー対策を総合

的かつ体系的に推進するための基本的方向性から、重点的に推進すべき具体的施策

に及ぶ幅広い事項が取り上げられた。

このような形で報告書がとりまとめられたことは、議論を尽くしきれなかつた

点、至らない点もあるとは思われるものの、我が国におけるリウマチ・アレルギー

対策を推進する上で大きな前進となることであろう。

本報告書の成果が十三分に活用され、リウマチ、アレルギーともに関係者の協力

の下、その対策が円滑に実施され、国民に安心・安全な生活を提供する社会づくり

が達成されることを期待したい。
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厚生科学審議会疾病対策部会 リウマチ・アレルギー対策委員会 委員名簿

今村 聡     (社 )日本医師会常任理事

栗山 真理子  言:輩ヲ〕5]集今了菫裏重璽
児を支える全国

洪 愛子     (社 )日 本看護協会常任理事

河野 陽一   千葉大学大学院医学研究院教授

○水田 祥代   九州大学名誉教授、福岡歯科大学客員教授

谷口 正実    (独 )国立病院機構相模原病院外来部長

辻 ―郎    東北大学大学院医学系研究科教授

戸山 芳昭   慶應義塾大学医学部整形外科教授

宮坂 信之   東京医科歯科大学医学部膠原病 リウマチ内科教授

山中 朋子   青森県健康福祉部医師確保対策監

山本 一彦   東京大学大学院医学研究科教授

横田 俊平   横浜市立大学大学院医学研究科教授

(50音順  ○ :班長 )
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リウマチ対策作業班 班員名簿

今村 聡     社団法人日本医師会常任理事

洪 愛子     公益社団法人日本看護協会常任理事

住田 孝之    筑波大学医学部教授

辻 ―郎     東北大学大学院医学系研究科教授

戸山 芳昭    慶應義塾大学医学部教授

長谷川 三枝子   社団法人日本リウマチ友の会会長

福地 義之助
   埋葬貴套テξ夢重ピ詠究会理事長

○宮坂 信之    東京医科歯科大学教授

山中 朋子    青森県健康福祉部医師確保対策監

山本 一彦    東京大学大学院教授

横田 俊平    横浜市立大学大学院医学研究科教授

(50音順 ○:班長)
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天谷 雅行  慶應義塾大学医学部教授

今村 聡    社団法人日本医師会常任理事

大久保 公裕  日本医科大学医学部教授

栗山真理子 ツ呉ダ鷲運;【当碁蓮曇
を支える全国ネット

洪 愛子    社団法人日本看護協会常任理事

河野 陽一  千葉大学大学院医学系研究科教授

住田 孝之  筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

○谷口 正実
  潔繁昂置

病院機構相模原病院統括診療部

土橋 紀久子  山梨県甲府市立富竹中学校 養護教諭

三嶋 理晃
  黒警套肇曇詈

部教授、漢方免疫アレルギー

山中 朋子   青森県健康福祉部医師確保対策監

吉武 毅人   第一薬科大学副学長、社会薬学教室教授

アレルギー疾患対策作業班 班員名簿
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リウマチ・アレルギー対策委員会等の開催 日程と議題

●厚生科学審議会疾病対策部会 リウマチ・アレルギー対策委員会

(第 1回 は平成 14年度開催 )

第 2回 (平成 1フ 年 3月 7日 )

○  リウマチ・ア レルギー対策委員会等の設置について

○  リウマチ・ア レルギー対策の現状について

○ 委員からのプレゼンテーション

・ アレルギー対策研究及び医療の現状と問題点について (秋山委員)

・ リウマチ対策研究及び医療の現状と問題点について (越智委員)

第 3回 (平成 17年 8月 26日 )

○  リウマチ …アレルギー対策委員会報告書作成

○  リウマチ対策の方向性等作成

○ ア レルギー疾患対策の方向性等作成

第 4回 (平成 22年 12月 9日 )

○  リウマチ・ア レルギー対策委員会の開催等について

○  リウマチ対策及びア レルギー疾患対策におけるこれまでの実績について

○  リウマチ対策の現状評価とPn5題点について

○ アレルギー疾患対策の現状評価と問題点について

第 5回 (平成 23年 6月 17日 )

○  リウマチ・ ア レルギー対策委員会報告書について

● リウマチ対策検討会

第 1回 (平成 17年 4月 12日 )

○  リウマチ対策検討会の設置等について

○  リウマチ対策の現状について

・ 抗 リウマチ薬の臨床評価方法に関するガイ ドライン (案 )

(医薬食品局審査管理課 )

○ 委員からのプレゼンテーション

・ 今後の リウマチ対策について (越智座長 )

・ 市販後調査システムについて (西岡委員)
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O リウマチ対策の論点整理について

・ 基本 的方向性について

・ 研究 の推進について

・ 医薬 品の開発促進等について

第 2回 (平成 17年 5月 1フ 日)

O 委員か らのプレゼンテーション

・ 日本の関節 リウマチ診療を世界水準と比較 して

(山本委員、宮坂委員、西岡委員、戸山委員)

・ 県の リウマチ対策における現状と課題 (山 中委員)

○ リウマチ対策の論点整理について

・ 前回議事について

・ 医療提供体制の整備について

・ 患者 QOLの 向上と自立等について

・ 情報提供・相談体制について

第 3回 (平成 17年 6月 28日 )

○ 参考人からのプレゼンテーション

・ リウマチ患者の実態について

(長谷川参考人 :社団法人日本 リウマチ友の会会長 )

○ リウマチ対策報告書 (案)作成

第 4回 (平成 17年 フ月 29日 )

○ リウマチ対策検討会報告書 (案)作成

○  リウマチ対策指針 (案)作成

● リウマチ対策作業班

第 1回 (平成 23年 2月 16日 )

○ リウマチ対策作業班について

○ 班長選出

○ 第 4回 リウマチ・ア レルギー対策委員会の リウマチ対策に係る指摘事項につ

い1〔

○ リウマチ患者の立場から

○ 今後の リウマチ対策について

第 2回 (平成 23年 4月 12日 )

○今後のリウマチ対策について
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●ア レルギー対策検討会

第 1回 (平成 17年 3月 29日 )

○ ア レルギー対策検討会の設置等について

○ ア レルギー対策の現状について

・ アレルギー物質を含む食品に関する表示について

(食品安全部基準審査課 )

・ シックハ ウス対策について (健康局生活衛生課 )

○ ア レルギー対策の論点整理について

・ 基本的方向性について
。 医療提供体制の整備について

・ 患者 QOLの 向上等について

第 2回 (平成 17年 4月 21日 )

○ 委員からの プレゼンテーション
ロ 日本のア レルギー診療を世界水準 と比較 して

(古江委員、岡本委員、横田委員 )

・ 県のア レルギー対策における現状と課題 (山 中委員)

○ ア レルギー対策の論点整理について

・ 前回議事について
Ⅲ 情報提供・相談体制について

第 3回 (平成 17年 5月 31日 )

○ 委員からの プレゼンテーション

・ 患者を取 り巻 〈環境の改善

(栗山委員、丸山委員、池田委員)

・ 喘息死等予防のための地域医療について

(堀場参考人 :大垣市民病院呼吸器科部長 )

○ ア レルギー対策の論点整理について
・ 前回議事について

・ 患者を取 り巻 く環境の改善について
。 医薬品の開発促進等について

・ 研究の推進について

第 4回 (平成 17年 6月 21日 )

○ アレルギー対策報告書 (案 )について
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第 5回 (平成 1フ 年8月 1日 )

O アレルギー対策報告書 (案)について

○ アレルギー対策指針 (案)について

●アレルギー疾患対策作業班

第 ¬回 (平成 23年 2月 23日 )

○ ア レルギー疾患対策作業班について

○ 班長選出

O 第 4回 リウマチ・アレルギー対策委員会のア レルギー疾患対策 に係る指摘事

項について

○ アレルギー疾患患者会の立場から

○ 今後のア レルギー疾患対策について

第 2回 (平成 23年 3月 25日 )

○ 今後のア レルギー疾患対策について
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リウマチ・アレルギー対策委員会の開催要項

○ リウマチ及び気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等の免疫アレルギー疾患は、

長期にわたり著しく生活に支障を来す等、国民の健康上重要な問題となっている。こ

のため、平成 17年にリウマチ対策及びアレルギー疾患対策を総合的・体系的に実施

するべくその方向性等を報告書にまとめ、リウマチロアレルギー対策を実施してきた。

○ 近年の医療水準の向上や社会背景の変化等を踏まえ、より効果的な対策を検討す

るため、厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ・アレルギー対策委員会 (以 下「委員

会」という。)を 開催する。

リウマチ・アレルギー対策委 員会の役

○ 委員会は、リウマチ対策及びアレルギー疾患対策についての有識者により、こ

れまでのリウマチ対策及びアレルギー疾患対策の評価を行うとともに、今後のリウマ

チ及びアレルギー疾患の対策の方向性及び具体的方策を検討し、報告書を策定す

る。

構成及び事務局

○ 委員会に参集を求める有識者は、リウマチ対策及びアレルギー疾患対策に精通した

学識を有する者とし、15名 以内で構成するものとする。

○ 会議の庶務は、健康局疾病対策課において処理する。

○ 委員会の開催に関して必要な事項は、委員長が定める。

作業班の設

○ 委員会の下に、 リウマチ対策及びア レルギー疾患対策それぞれについて、リウマ

チ対策作業班及びアレルギー疾患対策作業班を設ける。
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リウマチ・アレルギー対策委員会

報告書

平成 17年 10月

厚生科学審議会疾病対策部会

リウマチ・アレルギー対策委員会
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は じめに

リウマチ・アレルギー疾患の現状

・ リウマチ、気管支喘虐、、ア トピー性皮膚炎、花粉症、食物ア レルギー

等の免疫ア レルギー疾患を有す る患者数は、厚生労働科学研究等によ

ると国民の 30%以 上にも上 り、今後 も増加傾向にあるとされている。

。 しか しなが ら、一般的に、免疫ア レルギー疾患の病態は十分に解明さ

れた とはいえず、効果的な対症療法はあるものの、根治的な治療法は

確立されていない。

そのため、必ず しも患者の生活の質 (Qualけ Of Lifc:以 下「=QOL」

とい う。)の維持向上が図られていない。

委員会の設置の経緯等

。 これまで、厚生労働省では、 リウマチ・アレルギー対策 として、研究

の推進や研究成果を活用 した普及啓発等 を実施 してきたが、 Z、 ず しも

戦略的に推進 されてはお らず、患者への医療提供等について、患者の

ニーズに対応できていない面があつた。そのため、今後の リウマチ・

ア レルギー対策を総合的かつ体系的に実施するため、厚生科学審議会

疾病対策部会の専門委員会 として リウマチ・ア レルギー対策委員会が

設置 され、 リウマチ対策及びア レルギー疾患対策の方向性等について

審議 を行 つた。また、厚生労働省健康局長 の私的検討会 として リウマ

チ対策検討会及びア レルギー対策検討会が設置 され、 リウマチ対策及

びアレルギー対策の方向性等に関するより専門的な検討が行われた。

。 本委員会においては、平成 17年 3月 より現在に至るまで、① リウマ

チ・ア レル ギー対策の基本的方向性、②研究の推進、③医薬品の開発

促進等、④医療提供体制の確保、⑤患者 QOLの 向上 と自立等、⑥情

報提供・相談体制、⑦患者を取 り巻 く環境の改善、③関係機関 との連

携、等について議論を重ねてきた。

今般、これまでの議論・検討の結果を取 りま とめたので、ここに報告する。
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I.リ ウマチ対策につい

1  リウマチ対策の現状と問題点

(1)我が国におけるリウマチ対策の現状

(1)リ ウマチ患者の動向

本報告書において、 リウマチ とは関節 リウマチをい う。聞き慣れた病

名ではあるが、その病因 。病態は未だ十分に解明された とはいえず、効

果的な対症療法はあるものの、根治的な治療法が確立 されていない。

そのため、症状は継続的に悪化する傾向があり、患者によっては、強

い疼痛や上下肢の機能障害、継続的な治療 と薬斉Jの投与による副作用な

どによるQOLの 低下がみられ る。

我が国における関節 リウマチの有病率は 0.33%で 全国患者数は約

60万 人 と推計 されてお り 、人 口構造の高齢化等 も影 4攣 し、患者数 は

年々増加する傾向にあるとされ る。

(2)主 な リウマチ対策の経緯

(ア )Fi生労働省におけるリウマチ対策

厚生労ljn省 においては、平成 9年に公衆衛生審議会成人病難病対策部

会 リウマチ対策委員会より、「今後の リウマチ対策について」(中 間報告 )

として、調査研究の推進、医療の確保、在宅福祉サー ビスの充実、医療

従事者の資質向上、情報網の確保促進 とい う観点か ら今後の施策の方向

性が示 され、現在までに、免疫ア レルギー疾患予防・治療研究事業によ

る リウマチの病態解明、治療法の確立等のための研究が進められている。

その研究成果はシンポジウム、パンフレジ ト等によって情報提供 され

るとともに、平成 16年 12月 か ら厚生労 lllll省 のホームページ上に 「リ

ウマチ・ア レルギー情報」のページが開設 され、正 しい情報の普及の強

化が図 られている。

(http://、ぃvw.mhlw.go.jp/new― info/kobetu/kenkOu/ryumachi/index.html)

また、都道府県等の保健師等を対象に した 「リウマチ・アレルギー相

談員養成研修会」が実施 され、地域における相談体制の確保促進が図 ら

れている。

医療機関等における適切な診断・治療法の普及のために、関係学会等

夫1 居村茂明 :疫学 と患者実態.厚生省長期慢性疾患総合研究事業平成 9年度研究報告書
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との連携により、「関節 リウマチの診療マニュアル」 等の診療ガイ ドラ

インが作成 され、医療機関等に配布 されている。

また、平成 8年 よリリウマチ科の自由標榜が認められ、平成 14年現

在、 リウマチ科の標榜施設は病院 と診療所を合わせて 4, 116施 設 と

なっている。

(イ )地方公共団体におけるリウマチ対策

都道府県におけるリウマチ対策は、地域の特性に応 じて自治事務 とし

て取 り組まれている。 しか しなが ら、現時点においては、各都道府県で

リウマチ患者 に関する調査等は行われてはおらず、患者の実態が十分に

把握 されていない可能性がある。また、 リウマチに関する相談、普及啓

発については一定程度実施 されているものの、ほとんどの都道府県にお

いて計画的かつ十分な対策は行われていない。 (表 1)

(ウ )リ ウマチに関する専門医療等

昭和 61年 2月 、 日本 リウマチ学会によリー般診療の質の向上を図る

ためリウマチ登録医制度が制定 され、昭和 62年 11月 に日本 リウマチ

財団に移管 された。平成 17年 6月 現在で リウマチ登録医の数は 3, 8

58名 である。また、専門医療の向上を図るため、 日本 リウマチ学会及

び 日本整形外科学会において認定医制度が導入されている。 日本 リウマ

チ学会の指導医は 455名 、専門医 3,337名 (平成 17年 6月 現在 )

で、 日本整形外科学会の認定 リウマチ医は 4, 735名 (平成 17年 3

月現在)である。ただ し、 リウマチ専門の医師の数については、都道府

県間で偏在があるとの指摘がある。

さらに、 リウマチ・ア レルギー疾患に関する診療、研修、研究、情報

などに関す る高度専門医療施設 として平成 12年 10月 に国立相模原病

院 (現 国立病院機構相模原病院)に臨床研究センターが開設 され、平

成 16年 4月 か ら理化学研究所横浜研究所免疫・アレルギー科学総合研

*2 
『関節リウマチの診療マニュアル (改訂版)診断のマニュアルとEBMに基づく治療

ガイ ドライン』

発行 :平成 16年 4月  作成 :厚生労働省研究班

編集 :越智 隆弘 (相模原病院院長)他



究センター と共同で、研究が実施 されている。

(2)リ ウマチ対策における問題点

我が国においてはこのよ うな リウマチ対策が実施 されてきたが、これ

らの対策は必ず しも戦略的に推進 されてはお らず、患者への医療提供等

について患者のニーズに適切に対応できていない面があり、問題 を残 し

ているといえる。

(1)医療面の問題

(ア )重症 リウマチに対する対策

○ 重症 リウマチの状況

リウマチの長期経過 を考えた場合、通常、比較的症状や機能障害

の軽い場合 (怪症 リウマチ)と 高度な炎症が持続 し関節破壊が急速

に進行す る重症の場合 (重症 リウマチ)が あり、重症 リウマチは リ

ウマチ患者の 30-40%を 占めているといわれている。

平成 14年の患者調査によれば、関節 リウマチの患者の うち入院

治療を受けている患者の割合は約 20%で ある。 (図 1)ま た、平成

11年に実施 された リウマチ友の会の調査では、入院患者の うち長

期間 (3ヶ 月以上)入院 した者の害」合は 22.0%で あ り患者のQ
OL低下の大きな要因となっている。

○ リウマチ診療における問題

医療技術等の進歩により、 リウマチの治療においては、メ トトレ

キサー ト (MTX)等 の抗 リウマチ薬の不li極 的な使用及び生物学的

製斉Jの 登場並びに人工関節 を中心 とする外科的治療の進歩が図られ

てお り、寝たきリリウマチ患者の減少に寄与している。

しか しなが ら、 日本の リウマチ診療は総体 として欧米水準 と較差

はないものの、ここ数年抗 リウマチ薬の開発や承認の遅れによる診

療内容への影響が指摘 されているところである。

(MTXの 問題 )

他の国では最 も有効で安価 な薬斉」の一つであるMTXが リウマチ

に使用 されているが、我が国においては、

・添付文書上投与量が 8 mg/Weekの 制限つきでの使用
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・添付文書上過去の治療 において他の抗 リウマチ斉J等 により十分

な効果の得 られない場合に限られている。

等の制限がある。そのため、MTXを 中心とする治療が徹底できな

かったために重症化 した リウマチ患者がいるとの委員の意見がある。

(生物学的製斉」の問題 )

このような医療の状況の中で、抗 リウマチ薬に抵抗性のあるリウ

マチに対する生物学的製剤の使用が可能 となったが、MTXの 増量

に制限がある現在の状況では、抗 リウマチ薬による十分な治療評価

が行われないまま、比較的早期に生物学的製斉Jが 投与 され る可能性

があるとの意見がある。

また、欧米において リウマチ患者の初期治療の重要性が指摘 され

ているところであ り、 日本 もこれに対応できるよう、今後、医薬品

の薬事法上の承認内容の変更の検討や、それに伴 う早期 リウマチに

対する適切な診断・治療法の確立が課題 となっている。

(イ )治療法の有効性評価 と新薬導入

現在使われている薬斉」や治療法の効果の評価 (市販後医薬品の効能評

価)については、医薬品の内容 に応 じた全例調査を義務づ けてお り、

特に生物学的製斉」の使用による結核等の感染症の問題や間質性肺炎等

その他の有害事象を検出す る体制を整 えているところであるが、この

システムで得 られ る知見をよ り効果的に臨床研究や新薬開発に繋げる

ことができないかとの意見がある。

また、海外からの新薬導入 (開発及び承認)が遅いことから、欧米諸

国に比べて十分な治療ができていないとの意見がある。

(ウ )患者の実態把握

リウマチ患者の実態については、必ず しも十分に把握 されてお らず、

有効な治療法の確立に必要な調査や情報収集が不十分である。

(工 )適切なリウマチ診療の可能な医療機関

リウマチ診療の可能な医療機関の立地については地域により様々であ

るが、より身近な医療機関で リウマチ診療が行われることが望まれ る。



(オ )リ ウマチの診療に従事する医師の更なる資質の向上

厚生労働省では、厚生労働省研究班 と学会等 との連携により作成 した

診療ガイ ドラインの普及を図つているが、必ず しも全ての医療機関に

おいて診療ガイ ドライ ンを活用 した標準的な医療の提供がなされては

いない。

また、 リウマチは全身の各臓器にわたる病変を対象 とする疾患である

ため、専門の医師の育成にあたっては、内科医、整形外科医等が縦害J

りで診療・教育を行 うことなく、幅広い知識 を習得する必要がある。

(2)研究面の問題

リウマチの疫学、発症予防法の確立、早期診断法や新規治療法の開発

等については、国を中心に積極的な取 り組みが進められているが、その

病態等は未だ十分に解明されているとはいえない。

研究実施状況 としては、明確な目標設定 とその達成度を適正に評価す

る体制が不十分であるとの指摘がある。
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2.今後の リウマチ対策について

(1)リ ウマチ対策の基本的方向性

(1)今後の リウマチ対策の目標

国の リウマチ対策の 目標 としては、 リウマチに関する予防 。治療法を

確立 し、国民の安心 。安全な生活の実現を図ることにある。

しか しなが ら、現段階では先に述べた① リウマチ医療、② リウマチ患

者のQOL、 ③研究の推進 といつた点について問題点があるため、これ

らのFnl題の解決を図るためには、施策の優先 日標 を定め、 リウマチ対策

を効果的に講 じる必要がある。

「リウマチ重症化防止策の推進」

約 60万人といわれているリウマチ患者の約 30-40%が 重症 リウ

マチ といわれている。 リウマチの根治的な治療法が確立 されていない

状況の中で、その上下肢のり

`痛
、機能障害の進行 を防止 し患者の生活

の質を向上 させ るためには、早期診断法や有効性の高い治療法開発の

推進、適切な医療 を効率的に提供できる体制の確立、相談や情報提供

等患者を取 り巻 く環境 を整備 し、 リウマチ重症化防止 を 目指す必要が

ある。今後、 リウマチ活動期初期における早期治療法の確立により、

可能な限 り入院患者数 を減少又は入院期間を短縮することによつて、

患者のQOLの 向上を図る。

このような取 り組みに重点を置きつつ、長期的視点に立って リウマチ

疾患の予防及び根治的な治療法の確立のための研究の更なる推進等を進

め、 リウマチの克服 を目指す。

(2)国 と地方公共団体 との適切な役割分担と連携体制の確立

上記 リウマチ対策の 目標が達成 されるためには、国と地方公共団体、

関係団体等における役割分担及び連携が重要 となる。

国 と地方公共団体の役害J分担については、 リウマチの特性及び医療制

度の趣旨等を考慮すれば、基本的には、都道府県は、適切な医療体制の

確保を図るとともに、市町村 と連携 しつつ地域において正 しい情報の普

及啓発を行 うことが必要である。一方、国は地方公共団体が適切な施策

を進めることができるよう、先進的な研究を実施 し、その成果を普及す

る等の必要な技術的支援を行 う必要がある。
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また、このような行政における役害1分担の下、厚生労働省は患者団体、

日本医師会、 日本 リウマチ学会、 日本整形外科学会、 日本小児科学会、

日本 リウマチ財団等関係団体並びに関係省庁 と連携 して リウマチ対策を

推進 していくことが必要である。

(2)リ ウマチ対策の具体的方策

上記の方向性を具体的に達成す るため、今後 5年 (平成 22年度)を
目途に重′点的に取組を行 う具体的方策は以下のとお りである。

今後の方向性

○ 医療等の提供

現時点では、 リウマチに関す る完全な予防法や根治的な治療法は開

発 されていない。 このため、予防法や治療法の開発は重要であるが、更

に患者のQOLの 向上を図るために、当面は関節破壊の進展阻止を目指

した重症化防止に重点をおき、 リウマチ活動期に速やかに多L解導入を図

る初期治療を実施するとともに、
°
人工関節を中心とす る外科的治療の進

歩等 を踏まえ、可能な限 り入院患者を減少 させ、又は入院 しても短期で

退院 し社会復帰できるよう、適切な入院医療を提供す る。

その際、初期関節炎を稚患 している患者の リウマチ鑑別診断を的確

に実施することにより、早期診断を実施することが望まれ る。

○ 情報提供・相談体制

国及び地方公共団体は、患者 を取 り巻 く生活班t境等の改善を図るため、

患者 自己管理手法の修得、情報提供体制の確保や相談体制の確保のた

めの対策を言)「 じる。

○ 研究開発等の推進

リウマチ対策研究の基本的方向性 としては、早期診断・早期治療等に

よる重症化の防止に対する取 り組みに重点をおくとともに、有効な治療

選択法のための情報収集体制について検討する。

なお、長期的視′点に立ち、 リウマチの予防法と根治的な治療法の開発

を進め、最終的には リウマチの克服を目指す。
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(1)医療等の提供

(ア )かか りつけ医を中心とした医療体制の確立

○ リウマチ管理に必要な医療体制

。 国においては、 リウマチにかかる医療体制を確保するため、 日

本医師会等医療関係団体や関係学会等 と連携 して、診療ガイ ドラ

インの改訂及びその普及により、地域の診療 レベルの不均衡の是

正を図る。また、地域におけるリウマチ対策の医療提供体制のあ

り方 について事例集を作成 。配布 し、都道府県等への普及 に努め

る。

。 このような国の取組みを踏まえ、都道府県においては、医療計

画等を活用 して、地域におけるリウマチに関する医療体制の確保

を図ることが求められる。また、適切な地域医療の確保の観点か

ら、地域保健医療対策協議会等の場 を通 じ、関係機関との連携を

図る必要がある。

・ リウマチ患者に対 しては、安定期にはリウマチに精通 した身近

なかか りつけ医が診療 し、重症難治例や著 しい増悪時には専門的

な対応が必要である。そのため、基本的には医療圏毎に リウマチ

診療の専門機能を有 している医療機関が必要である。また、 リウ

マチはほぼ全身の臓器に係わる疾患であることから、このような

専門医療機関等を支援できるよう都道府県に 1カ所は集学的な診

療体制を有 している病院を確保する必要がある。また、小児 リウ

マチの医療体制の確保については、必要に応 じて、周辺都道府県

と連携 してその確保を図る。

・ 機能障害の回復や低下を阻止す るため、 リウマチの リハ ビリテ

ーシ ョンを行 うことができる環境の確保を図 り、併せて難病患者

等居宅生活支援事業の活用を図る。その際、地方公共団体にあつ

ては、高齢者が寝たき り状態になることを予防するために実施 し

ている地域 リハ ビリテーション推進事業、老人保健法に基づ く機

能副1練の活用や介護保険制度に基づ く介護サー ビスの活用等 も考

慮 し、地域におけるリハビリテーシ ョン体制の確保に留意す る。
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(イ )人材育成

○ リウマチ診療に精通 したかか りつけ医の育成

。 診療ガイ ドラインに基づ く治療 を行 うことにより、患者のQO
Lを 向上 させ、効率的かつ適切な医療の提供を促進できると考え

られ ることか ら、国においては、 日本医師会等医療関係団体や関

係学会等 と連携 して、診療ガイ ドラインの普及 を図ることで、 リ

ウマチ診療に精通 したかか りつけ医の育成に努める。

。 医学教育においては、全国の医科大学 (医学部)の 教育プログ

ラムの指針 となる 「医学教育モデル・ コア・カ リキュラム」にお

いて、「関節 リウマチの病態生理、症候、診断、治療 とリハ ビリテ

ーシ ョンを説明できる」等の到達 目標 を掲げていることか ら、各

大学においては、これに基づいた教育カ リキュラムを策定 し、そ

の充実を図ることが必要である。

・ 臨床研修においても、現在、経験 目標の 1疾 患 として リウマチ

が取 り上げ られてお り、プライマ リケアの基本的診療能力 として

その正 しい知識及び技術の修得が求められている。臨床研修 を受

けている医師は自らリウマチ診療について経験する必要がある。

。 日本医師会において実施 している医師の生涯教育においては、

今後 ともよリー層 リウマチに係 る教育が充実 されることを望みた

い 。

小児 リウマチ診療に携われる人材の育成について、 日本小児科

学会の取 り組みが望まれる。

○ リウマチ専門の医師の育成

・ リウマチ診療の質の向上及び都道府県間における リウマチ専門

の医師の偏在是正 を図るため、関係学会におけるリウマチ専門の

医師が適切に育成 されることが望まれる。また、 リウマチ診療は

全 11茂器 に関わる診療 となるため総合的なリウマチ専門の医師の存

在が重要 と考えられ、関係学会において、そのような専門の医師

の育成 について検討することが望まれる。
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。 また、 日本 リウマチ学会の専門医 と日本整形外科学会の認定 リ

ウマチ医の認定の基準や方法等においては、専門医の在 り方を踏

まえつつ、当面求め られ る専門的な薬物治療や手術の予後に関す

る知識等両分野に共通 しうる事項か ら、統一 してい くことが望ま

しい。

○ 保健師、看護師、薬剤師等においても、 リウマチ患者に適切に対

応できるよう、知識・技能 を高めてお くZ、要がある。また、保健師、

看護師については、 日本看護協会の研修において、今後 ともよリー

層 リウマチにかかる教育が充実されることが望ま しい。

(ウ )診療の質の向上

○ 診療ガイ ドライン

・ リウマチ医療を提供す る医療機関が、適切な治療法の選択や薬斉1

投与による副作用の早期発見等の適切な医療が実施できるよう、

早期 リウマチの診断及び治療を含めた診療ガイ ドラインの改訂及

びその普及を図る必要がある。併せて、有害事象の知見を踏まえ、

生物学的製斉」の適正使用ガイ ドラインの作成について検討する必

要がある。

。 小児 リウマチの診療の質の向上が図れるよう、小児 リウマチの診

療ガイ ドラインの作成について検討を行 う必要がある。

○ クリティカルパス

・ リウマチ患者が入院治療を受けた場合、適切な入院医療を促進

するため、 リウマチ診療 を行 う病院は、病態別重症度別のク リテ

ィカルパスの普及に努 めるべきである。

専門情報の提供

・ リウマチに関する研究成果等を踏まえた専門的な医学情報につ

いては、国は関係学会等 と協力 して必要な情報提供体制の確保 を

図る。また、専門医療機 関等からの相談に対応できるよう国立病

院機構相模原病院臨床研究センターに相談窓口を設置する。

○
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(2)情報提供 口相談体制

(ア )自 己管理の促進

○ 自己管理する内容

患者及び患者家族が管理するこ

りである。

とが望まれ る主な事項 は以下の とお

・ 生活上の注意点

・ 疾患の重症化予防法、治療法及び副作用に関す る正 しい知識

・ 自己の疾患活動性に関する正 しい評価法

○ 自己管理の修得法の普及

。 国は、 日本 リウマチ学会等 と連携 し、上記内容について効果的

な教育資材等を作成 し、都道府県等や医療従事者等に配布する。

。 このような国の取組を踏まえ、都道府県等においては、「リウマ

チ・ア レルギー相談員養成研修」を活用 し、都道府県医師会や

関係学会等 と連携 して研修会を実施す る等 して、職域や地域等

における自己管理手法の普及を図ることが求められる。

。 また、市町村においても、都道府県等 と同様の取組 として、保

健指導等の場を効果的に活用 し、 リウマチの 自己管理手法の普

及等を図ることが求められる。

・ 医療従事者においては自己管理手法の普及について正 しく認識

し、医療機関において指導を実践することが望ましい。

(イ )情報提供体制の確保

○ 国民及び患者にとつて必要な情報

国民及び患者にとって必要な リウマチに関する主な情報は次のとお

りである。

。 リウマチに関する一般疾病情報

。 適切 な治療や薬剤に関す る情報

。研究成果等に関する最新診療情報
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・ 医療機関及びサービスの選択にかかる情報

○ 情報提供手段

・ 正 しい情報 を効果的かつ効率的に普及す るためには、インター

ネ ッ トのみ な らず、パンフレッ ト等 を活用 した情報提供が必要で

ある。

。国においては、適宜関係学会等 と連携 し、ホームページやパ ン

フレッ ト等を活用 して、1潰新の研究成果を含む疾病情報や診療情

報等を都道府 県等や医療従事者等に対 して提供する。

。地方公共団体においては、国等の発信する情報を活用するほか、

それぞれの地域医師会等の協力を得 ながら、医療機関等に関す る

情報を住民に対 して1提供することが望ましい。

(ウ )相談体制の確保

。 国は、地域 毎の相談 レベル に格差 が生 じない よ う、全国共通 の

相談員養成研修 プ ログラムを作成 し、「リウマチ・ア レルギー相談

員養成研修会」の充実を図る。

。 このよ うな国の取組を踏まえ、都道府県においては体系的な リ

ウマチ相談体制の構築、具体的には、一般的な健康相談等は市町

村において実施 し、より専門的な相談については保健所において

実施す る等を検討 し実施す ることが望ましい。その際、難病相談

・支援セ ンター との連携について留意する。また、保健所におい

ては、地域医師会等 と連携 し、個々の住民の相談対応のみならず、

市町村への技術的支援や地域での企業等におけるリウマチ対策の

取組への助言等の支援が期待 される。

(3)研究開発及び医薬品開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

・ リウマチに関する研究をより戦略的に実施するためには、研究

企画 。実施 。評価体制の構築に際 し、明確な目標設定、適切な研
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究評価及び効果的なフィー ドバ ックが重要である。

・ 国は研究の採択に当たつて免疫アレルギー疾患予防・治療研究

事業の中でテーマの類似 している研究課題の統廃合 を進 めるとと

もに、政策的課題に関連す るテーマを明確化 し公募課題 に反映 さ

せ る必要がある。なお、国が進 めていくべき研究課題 は、民間企

業 と国 との役害」を認識 しなが ら、研究事業の評価委員会の意見を

踏まえ、課題の決定を行 う。

・ 有効な治療法選択のための情報収集体制の検討

治療効果も含めた リウマチ患者の動向を適切に把握す ることは、

単に疾患統計 とい う視点のみな らず、病因、病態、治療、予後等

の研究を効果的かつ効率的に進 める上で重要であることか ら、科

学的根拠に基づいた縦断的な定点観測体制等の構築が必要である。

(イ )研究 目標の明確化

① 当面成果を達成すべき研究分野

平成 22年度までに研究成果を得られるよう、次の研究分野に関し

て重点的に研究を推進していく。

② 長期的目標を持って達成すべき研究分野

上記の重症化防止に関する研究に取り組みつつ、病因・病態 (免疫

システム等)に関する更なる研究を進めてリウマチの克服を目指す。

(関節 リウマチ重症化防止 )

○ 治療効果 ◆EFl症度を把握するための指1票の開発研究

○ 薬斉Jの有害:」

「象を把握するための研究

○ 早り明リウマチの実態把握 と診断・治療方法の確立

関節破ナ衷等が進行する前に寛解導入を目指す早期関節 リウマチの的確な診

断と適切な治療の確立

○ 早期における予後の予測とそれに基づく治療方法の開発

○ 外科的治療法の開発

手術適応、 リハビリテーションの適応基準の確立をすすめ関節機能の回復

のためのプログラム確立を目指すとともに、医療用具等の開発も進める。
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(関節 リウマチの予防法と根治的な治療法の確立 )

○ リウマチの病因 。病態に関す る研究

・ リウマチの遺伝的要因、環境要因の分子機構に関する研究

・ リウマチの免疫抑制に関す る研究

・ リウマチの骨 。軟骨破壊抑制等に関する研究

○ リウマチの先端的治療に関す る研究

。 各病態に応 じた治療法の確立 (疾患制御の効果についての介入

試験のデザインとその評価等や費用対効果分析等 )

③ その他の必要な研究

○ 発症危険因子に関する研究

正確 な患者数の把握のみな らず、病因研究が推進 され るよう発

症危険因子の検索のための疫学研究の実施を検討する。

○ 社会的にも重要である高齢者の関節障害について、遺伝的素因、

関節構造の不整、過負荷、加齢等の因子を含めた病態解明を進め

る必要がある。

(ウ )医薬品の開発促進等

。 日本は欧米 と比較 してMTXの 用量が違 う点において、患者は

治療法の選択肢が狭められているとの指摘があることか ら、欧米

程度の医療水準が確保 され るよう、新薬開発の促進が図 られてい

く必要がある。また、安全性・有効性を確保 しつつ、国は、適切

な外国データがあればそれ らも活用 しなが ら、医薬品の薬事法上

の承認に当たって適切に対応 していく必要がある。

。 国においては、優れた医薬品がより早 く患者のもとに届 くよ

治験環境の確保 に努めるとともに、有害事象を的確 に把握でき

よう医薬品の市販後調査の在 り方を検討する必要がある。

(4)施策の評価等

○ 政策評価

。 国においては、国が実施す る重要な施策の実施状況等について評

う

　
る
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価 し、また、地方公共団体の実施する施策を把握することにより、

よ り的確かつ総合的な リウマチ対策 を講 じてい くことが重要であ

る。また、地方公共団体においても国の施策 を踏まえ、連携を模

索 し、施策 を効果的に実施するとともに、主要な施策について政

策評価を行 うことが望ま しい。
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Ⅱ.ア レルギー対策につい

1.ア レルギー対策の現状 と問題点

(1)我が国におけるアレルギー対策の現状

(1)ア レルギー疾患患者の動向

○ 疫学研究

平成 4年度か ら6年度 にかけて実施 された厚生科学研究の全国調査

(「 アレルギー疾患の疫学的研究」(班長 :関西電力病院 三河春樹先生))

によると、何 らかのア レルギー疾患を有する者は、平L児 ;28.9%、

幼児 ;39.1%、 小児 ;35.2%、 成人 ;29.1%で あつた。 こ

れ らの結果は、我が国全人 国の約 3人 に 1人が何 らかのア レルギー疾患

に罹患 していることを示 している。

○ 平成 15年保健福祉動向調査 アレルギー様症状

。 調査の概要

平成 15年国民生活基礎調査の調査地区から層化無作為抽出 した全

国の 300地 区内におけるすべての世帯員 41, 159名 を調査の客

体とし調査が行われた。

・ アレルギー様症状があつた者 とその診断があつた者の状況

本調査によると、この 1年間に、皮膚、呼吸器及び 目鼻の各症状の

いずれかのアレルギー様症状があつた者は全体の 35.9%で 、この

うち、ア レルギー診断のあった者は全体の 14.7%で あつた。現在

アレルギー様症状のある者で医療機関においてア レルギー診断を受け

た者の割合は半分に至っていない。 (図 2・ 図 3)

。 ア レルギー疾患対策への要望

今後のア レルギー疾患対策について要望があると答えた者は全体の

57.5%で 、その主な内容は、「医療機関 (病院 。診療所)にアレル

ギー専門の医師を配置 してほしい」、「ア レルギーに対する医薬品の開

発に力を入れてほ しい」、「アレルギーに関する情報を積極的に提供 し

てほしい」であつた。 (表 3)
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○ 個別疾患毎の状況
も

・ 気管支喘息

気管支喘息は小児・成人 とも年々増加傾向にあ り、小児の喘息は過

去 30年間で 1%か ら5%に、成人の喘慶、は 1%か ら3%に増力日し、

現在約 400万 人が気管支喘慶、に罹患 していると考えられる。(図 4)

。 アレルギー性鼻炎・花粉症

花粉症の原因や発症状況は各地方の植物の種類や花粉の数によって

異なる。例えばスギ花粉症は花粉が飛ばない北海道や沖縄ではほとん

ど見られない。

平成 13年に実施 された財団法人 日本アレルギー協会の全国調査に

よれば、スギ花粉症の有病率は、全国平均で約 12%で あった。

平成 7年にスギ花粉症について千葉県で実施 された調査によると、

小中学生の感作率、発症率は全体的に年齢が上がるにつれて上昇 し、

20～ 40歳までの青壮年では感作率は 60%を 超え、抗体陽性者の

発症率 も55%を 超えてピークを示す。 しか し50歳以上では、カロ齢

とともに感作率、発症率はともに減少す る。

・ ア トピー性皮膚炎

ア トピー性皮膚炎の有症率は、平成 4年厚生省児童家庭局母子術生

課の全国調査 によると、平L児 6.6%、 1歳半児 5.3%、 3歳児

8.0%で あった。

平成 12年度か ら14年度にかけて厚生労働科学研究で実施 された

全国調査 (「 ア トピー性皮膚炎の患者数の実態及び発症 。悪化に及ば

す環境因子の調査に関する研究」 (主任研究者 :山本昇壮広島大学名

誉教授))|こ よると、 4ヶ 月児 ;12.8%、  1歳半児 ;9.8%、
3歳児 ;13.2%、 小学 1年生 ;11.8%、 小学 6年生 ;10.
6%、 大学生 ;8.2%で ある。これ らの結果か らみると、本症の有

症率は平成 4年の調査結果 と比較するとなお増加傾 向にあるようにみ

えるが、両調査の診断基準が同一であつたか否かの検証はなされてお

らず、単純に比較することは妥当でない との意見もある。

*3平成 14年 リウマチ・ア レルギー対策委員会 「リウマチ・ア レルギー研究 白書Jよ り
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名古屋地区においては、昭和 56年か ら幼児 。学童 (3～ 15歳 )を

対象 とした縦断調査が実施 され、昭和 56年の有症率は 2.9%で あ

ったが、平成 4年には 6.6%に 増加 した。 しか し、平成 4年以降は

有意な増加はみ られないことが報告 されている。

・ 食物アレルギー

平成 12年度か ら14年度に厚生労働科学研究で実施 された調査

(「 重篤な食物ア レルギーの全国調査に関する研究」 (分担研究者 :飯

倉洋治昭和大学医学部教授))に よると、食物ア レルギーを起 こす原

因としては、鶏卵 (約 39%)、 牛乳・乳製品 (約 16%)等 である。

また、平成 15年度から17年度の厚生労働科学研究 「食物等によ

るアナフィラキシー反応の原因物質 (ア レルゲン)の確定、予防・予

知法の確立に関する研究」 (主任研究者 :海老澤元宏国立病院機構相

模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部長)等によると、

食物ア レルギーは小児に多い病気であるが、学童期、成人にも認めら

れ、その割合は、平L児が 10%、 3歳児が 4～ 5%、 学童期が 2～ 3

%、 成人が 1～ 2%と いわれている。

○ アレルギー関連死

平成 15年人 口動態統計によると、ア レルギー疾患に関連 した死亡者

数は 3, 754名 で、その うち 「喘息」による死亡は 3, 701名 (9

8.6%)、 「スズメバチ、ジガバチお よび ミツバチ との接触」による死

亡は 24名 (0.6%)、 「有害食物反応 によるアナフィラキシーシ ョッ

ク」による死亡は 3名 (0.1%)で あった。 (図 5)
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(2)主 なア レルギー対策の経緯

(ア )厚生労働省におけるア レルギー対策

○ 病院及び診療所におけるアレルギー科の標榜

・ 平成 8年より医療法上の標榜科 としてアレルギー科が認 め られ

た。平成 14年現在のアレルギー科の標榜施設は病院 と診療所を

あわせて 4, 480施 設 となっている。

○ 普及・啓発

・ 厚生労働省では、研究成果 を活用 した普及啓発 として、次の施

策を行つてきた。

① 均一な治療の普及のために、関係学会等 と連携 し、診療ガイ

ドライン等を作成 して医療機関等に配布

② 各 T重 アレルギー疾患についてわか りやす く解説 したパ ンフレ

ッ トを作成 し、広 く一般国民に情報を提供

③ 平成 14年には、アレルギー疾患のこれまでの研究成果 をと

りま とめた 「リウマチ・ア レルギー研究白11卜」を作成 し、都道

府県等へ配布

。 また、都道府県等の保健師等 を対象にした 「リウマチ・ア レル

ギー相談員養成研修会」等を実施 し、地域における相談体制の確

保促進 を図つている。

・ 平成 16年 12月 か ら厚生労 l ll省 のホームページ上に 「リウマ

チ 。ア レルギー情報」のページを開設 し、正 しい情報の普及 の強

化に努 めている。

(hip://― .mhlW・ gojp/ncw―info/kobetu/keJ(ou/vumachi/indcx lltml)

。 平成 17年春は、全国的に観測史上 1, 2位 を争 う多 さの花粉

が飛散す ると予測 されていたため、厚生労働省は花粉の飛散が本

格化す る前か ら「緊急対策」 として、正 しい情報に基づ く花粉症

の予防や早期治療の更なる徹底 を進めてきた。具体的には、国民

に対 し、花粉症に関する正 しい情報を提供す るとともに、花粉に

できるだけさらされないよ う自ら予防 し、必要があれば早めに医

療機 関を受診 してもらうよう呼びかけた。また、医療従事者等に
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○

対 しては、適切な治療がなされるよ う、診療ガイ ドラインの周知

徹底等を行つた。

アレルギー物質を含む食品に関する表示について

。 食物アレルギー疾患を有す る者の健康被害の発生を防止す る観

点か ら、ア レルギーをは じめ とした過敏症を惹起することが知 ら

れている物質を含む加工食品の うち、特に発症数、重篤度か ら勘

案 して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の 5

品 目を原材料 とする加工食品については、これ らを原材料 として

含む旨を記載することを食品衛生法で義務づけ、平成 13年 より

施行 している。また、その他ア レルギーの発症が見 られる 20品

目についても、法的な義務は課 さないものの、ア レルギー疾患を

有す る者への情報提供の一環 として、当該食品を原材料 として含

む旨を可能な限 り表示す るよう努めるよう、同年 より推奨 してい

る。また、こうした制度 を周知す るため、パンフレッ トやホーム

ページ等を活用 している。

アナフィラキシーに対するエ ピネフ リン自己注射用キッ ト

・ エピネフ リンは、その交感神経刺激作用により、気管支痙攣の

治療や急性低血圧・アナフィラキシーショックの補助治療等に世

界中で使用 されてお り、これを自己注射す るための緊急処置キッ

トが開発 されている。本邦において蜂毒に起因す るアナフィラキ

シーにより年間約 30人の死亡例が報告されている。一方林野庁

では、平成 7年 か ら職員 を対象 としてアナフィラキシーショック

に対する緊急治療薬 としてエ ピネフ リン自己注射用キッ トを輸入

し、治験に準 じた使用 を開始 した。厚生労働省は、平成 15年、

蜂毒に起因するアナフィラキシーシ ョックの補助治療斉Jと しての

輸入承認 を行い、平成 17年 3月 、蜂毒に限らず食物及び薬物等

に起因す るアナフィラキシーについて新規効能追加の承認を行 つ

た。 このことから、医師のインフォーム ドコンセン トを前提 とし

た処方が可能 となった。

研究の推進

・ 厚生労働科学研究費補助金により、平成 4年度か ら、アレルギ

○

○

つ
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○

―疾患についてその病因 。病態解明及び治療法の開発等に関す る

総合的な研究が開始 されている。

。 また、平成 12年 10月 に国立相模原病院 (現 国立病院機構

相模原病院)に臨床研究センターを開設 し、ア レルギー疾患に関

す る臨床研究を進 めている。 さらに、平成 16年 4月 か ら理化学

研究所横浜研究所免疫・ア レルギー科学総合研究センター との間

でアレルギーワクチン開発等の共同研究が実施 されている。

花粉症対策における関係省庁 との連携

。 社会問題化 している花粉症の諸問題について検討を行 うため、

文部科学省、厚生労 lllll省 、農林水産省、気象庁、環境省で構成す

る「花粉症に関す る関係省庁担当者連絡会議」が設置されてお り、

必要な情報交換を行っている。

シックハ ウス対策

・ シックハ ウス症候群 とは、近年の住宅の高気密化等により、建

築材等か ら発生す る化学物質等による室内空気汚染による健康影

イ十のことであ り、その原因として中毒によるもの、ア レルギーに

よるもの、その他明確でないもの等があげられ る。厚生労 lllt省 に

おいては、原因解明、実 1患 把握、診断・治療法等に関す る研究等

を実施 し、平成 16年 2月 には 「室内空気質健康影響研究会Jに

よ りそれまでに厚生労 llllll科 学研究等で得 られた医学的知見等の整

理 。報告 il卜 のとりまとめが行われた。

・ 厚生労働省 は、平成 13年度までに、 13種類の化学物質の室

内濃度指針値等 を策定、平成 15年 4月 より、建築物における衛

生的環境の確保 に関す る法律に基づ く特定建築物における室内空

気 中のホルムアルデ ヒ ド量の測定の義務づけを行 うとともに、医

療機 関においてア レルゲン等 を除去 した環境下で診断、治療等を

行 う「クリーンルーム」の整備等を行つている。

。 また、平成 12年度 より「関係省庁連絡会議」を設置 し、厚生

労働省は関係省庁 と連携 しつつ総合的な対策を推進 している。

○

-22-



(イ )地方公共団体におけるア レルギー対策

都道府県におけるア レルギー対策は、地域の特性に応 じて 自治事務

として取 り組まれている。 しか しながら、普及啓発や相談窓 口の設置

などは比較的取 り組まれているものの、医療計画上ア レルギー対策を

定めているところは少ない。また、市町村や関係団体等 との連携 を図

ってい るところも少ないな ど、各都道府県間には較差があ り、その対

策は必ず しも十分なものとなっていない。 (表 2)

(ウ )ア レルギーに関する専門医療等

医療 の水準を高めること、患者や患者の家族か ら見て医療施設や医

師個人の専 11号 を承知 して診療 を受けられ るようにすること、医療施設

及び医師が相互にその専門をす ぐ判 るよ うにす ること等に役立つこと

を目的 として、昭和 62年 10月 、 日本ア レルギー学会によ リア レル

ギー認定医制度が制定 され、平成 16年 11月 から専門医制度に一本

化 された。平成 17年 7月 現在で専門医 2, 300名 (う ち指導医 4

14名 )が認定 されている。学会の認定施設数は、 273施 設 377

科 (内科 185科 、小児科 95科、耳鼻咽喉科 23科、皮膚科 33科、

眼科 1科)で ある。人 口 10万対比のア レルギー専門医数は約 1.6

である。今後、学会において適切な専門医数の水準等を検証 しつつ、

適切な認定施設 と専門医の確保が求められる。
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(2)ア レルギー対策における問題点

我が国においてはこのようなアレルギー対策を実施 し、欧米のアレルギ

ー診療水準 との較差はないが、これ ら対策は必ず しも戦略的に推進 されて

おらず、また、患者への医療提供等について患者のニーズに対応できてい

ない面があ り、問題を残 しているといえる。

(1)医 療面の問題

○ 適切 なアレルギー診療の可能な医療機関

。 ア レルギー診療の可能な医療機関の立地については地域 により様

々であるが、その実情や在 り方について、地域において体系立てて

計画的に整理 されていないのが現状である。

○ 早期診断の問題

・ 患者の重症化を防ぐためには早期診断、早期治療が重要であるが、

そのためには発症早期の患者や怪症の患者 を診療す る可能性が高

い、地域の医療機関の医師におけるアレルギー疾患管理能力の向上

が重要である。 しか しなが ら、必ず しも全ての医療機関において診

療ガイ ドラインを活用 した標準的な医療の提供がなされていない。

(図 6)

ア レルギー疾患を診療する医師の資質

・ ア レルギー疾患は罹患1蔵器が全身各臓器にわた り、乳幼児期か ら

高齢期まで全年齢層が稚患する疾患群であるので、ア レルギー診療

には幅広い知識が必要 となるが、現在は各診療科が縦割 りでそれぞ

れの診療を行っている場合が多い。

ア レルギー疾患に関連 した死亡

。 脳血管疾患 。悪性新生物等 と異な り、ア レルギー疾患は一般的に

死に至 ることが少ない病気であるが、年間約 4, 000人 がアレル

ギー疾患により死亡している。

とりわけ喘虐、死対策は喫緊の課題であるが、わが国における喘′日、

死は減少傾向にあるとはいえ、未だ先進国群において高い死亡率を

示 している。その原因としては、喘虐、発作についての認識不足や不

○

○
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定期受診等、患者側の要因が大きいとされている。また診療側では、

診療ガイ ドラインに基づいた継続的かつ計画的な治療管理が喘息死

を有意に減少 させ るとされているが、その普及は十分 といえない。

(2)情報提供・相談体制面の問題

○ 慢性期医療管理の問題

・ アレルギー疾患については、抗原回避等の生活環境や生活習慣の

改善、 日常服薬管理、疾患状態の客観的自己評価及び救急時対応の

手法について自ら習得 し管理することで、QOLの 向上を図ること

ができるが、現時点では必ず しもこういつた内容に関する適切な疾

患管理が患者 自身によつて十分に行われてお らず、またその習得方

法の確立や普及 も完全ではない。

・ 薬斉J副作用の問題

ア レルギー疾患の治療においては、炎症を抑える薬物を長期投与す

ることが多いため、副作用の問題が重要である。疾患によつては診療

ガイ ドラインにおいて局所抗炎症薬が推奨されているが、患者の診療

に対する意志に頼るところが大きいこと等から、実際には正 しい疾患

治療管理が行われていないことがある。現状において老、ず しも薬剤の

副作用について正 しい知識が普及 していないため、患者は薬剤の副作

用発現に気づかず合併症を併発 した り、もしくは副作用を恐れて怠薬

した りしていることがある。

○ 情報の問題

・ 情幸艮の氾濫

インターネッ トの普及等によリア レルギー疾患に関す る各種の情報

が入手できるようになった。 しか し、いわゆる医療 ビジネスや民間療

法に関する情報も普及 し、中には健康に悪影響を及ぼす誤った情報や、

不適切な情報等があ り、国民が正 しい情報を取捨選択す るのが困難な

状況にある。また、国民か らは、ア レルギーに関す る適切な情報をさ

らに積極的に提供 してほしいとの要望もなされている。

○ 相談の問題

個人差はあるものの、ア レルギー疾患患者は長期的にQOLを 損なう
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恐れがあり、心理的負担がかかるため、ア レルギー疾患を管理す る上で

はカウンセ リング等の心理的支援にも留意 した適切な相談対応が必要で

ある。現状では、必ず しもすべての都道府県等において、相談業務 をは

じめとした十分なアレルギー疾患に関す る対策が講 じられていない。ま

た、国において実施 している相談員養成研修会においてもその点につい

て十分な対応ができているとはいえない。

(3)研究面の問題

○ 患者の実態把握

国において、ア レルギー患者の実態については必ず しも十分に把握 さ

れてお らず、有効な治療法の確立に必要な情報収集体制が確立 されてい

ない。

○ 予防法が未確立

ア レルギー疾患は遺伝要因と環境要因が関与 しているといわれている

が、多様な原因・悪化因子は年齢 によって も個々の患者によってもそれ

ぞれ異なるとされ、予防法が確立 していない。

○ どの医療機関でも実施できる抗原確定診断法が未確立

減感作療法や抗原回避等の抗原に特異的な治療を実施するためには、

ア レルギーの原因物質の特定は必須の前提条件である。現在、ア レルギ

ー疾患の原因物質の確定診断には抗原の負荷試験が必要で、負荷試験は

危険を伴 うin宙vo試験であるため、限 られた専門施設でしか実施 されて

いない。 よって、現時点では必ず しもア レルギーの原因物質が特定 され

ていない状況で治療が実施 されている状況である。

○ 根治的治療法が未確立

ア レルギー疾患に関する研究の成果 として、徐々に発症機序、悪化因

子等の解明が進みつつあるが、その免疫 システム・病態はいまだ十分に

解明されていないため、アレルギー疾患に対する完全な予防法や根治的

治療法がなく、治療の中心は抗原回避 をは じめとした生活環境確保 と抗

炎症剤等の薬物療法による長期的な対症療法 となっているのが現状であ

る。免疫ア レル ギー疾患に関す るわが国の基礎研究は世界水準にあると
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2 今後のア レルギー対策について

(1)ア レルギー対策の基本的方向性

(1)今 後のア レルギー対策の目標

国のア レルギー対策の目標 としては、アレルギー疾患に関 して、予防・

治療法を確立 し、国民の安心 。安全な生活の実現を図ることにある。

しか しなが ら、従来の対策では先に述べたような医療面での問題、患者

のQOLの 低下の問題等が生 じてお り、これ らの問題の解決を図るため、

施策の優先 日標 を定め、アレルギー対策を効果的に講 じる必要がある。

「自己管理可能な疾患」ヘ

患者のQOLの 維持・向上が図 られるよう、アレルギー疾患の重症化を

予防するための 日常生活における管理や医療の提供が重要である。 このた

め、ア レルギー疾患の自己管理 を可能 とするためには、身近なかか りつけ

医をは じめとした医療関係者等の支援の下、患者及び患者家族が必、要な医

療情報及び相談を得て、治療法を正 しく理解 し、生活環境 を改善 し、また

自分の疾患状態を客観的に評価す る等の自己管理が必要である。

なお、このような取 り組みに重点を置きつつ、長期的視点に立ってア レ

ルギー疾患の予防及び根治療法の確立のための研究等の更なる推進 を進め

ア レルギー疾患の克服を目指す こととする。

(2)国 と地方公共団体との適切な役割分担と連携体制の確立

上記ア レルギー対策の目標が達成 されるためには、国 と地方公共団体、

関係団体等 との役割分担及び連携が重要 となる。国と地方公共団体の役割

分担については、アレルギー疾患の特性及び医療制度の趣 旨等を考慮すれ

ば、基本的には、都道府県は、適切な医療体制の確保 を図るとともに、市

町村 と連携 しつつ地域における正 しい情報の普及啓発 を行 うことが必要で

ある。一方、国は地方公共団体が適切な施策を進めることができるよう、

先進的な研究を実施 しその成果を普及する等の必要な技術的支援を行 う必、

要がある。 また、このような行政における役害1分担の下、厚生労働省は患

者団体、 日本医師会、 日本ア レルギー学会、 日本小児科学会等関係団体並

びに関係省庁 と連携 してア レルギー対策 を推進 してい くことが必要であ

る。
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(2)ア レルギー対策の具体的方策

上記の方向性 を具体的に達成するため、今後 5年 (平成 22年度まで )

を目途に重点的に取組む具体的方策は以下のとお りである。

今後の方向性

○ 医療の提供

基本的には医療圏毎に、安定時には身近なかか りつけ医において診療

を行い、重症難治例や著 しい増悪時等 には専門医療機関において適切に

対応できるよう、円滑な連携体制の確保 を図る。

また、診療ガイ ドラインに基づ く計画的治療は、従来の患者の 自覚症

状による治療 よ りも患者QOLの 向上及び効率的医療の提供が図 られる

ことが報告 されてお り、診療ガイ ドラインの普及が重要である。

○ 情報提供 。相談体制

患者を取 り巻 く生活環境等の改善を図 るため、ア レルギー疾患を自己

管理する手法等の開発 を図るとともに、地方公共団体 と連携 し、その手

法等の普及啓発体制の確保を図る。

○ 研究開発等の推進

ア レルギー疾患を自己管理できるよ う、患者が自ら抗原を回避す るた

めにア レルギーの原因物質の特定が可能 となる手法及び早期診断手法等

を開発する。

また、有効な治療法に関する情報収集体制について検討する。

○ 特に、各ア レルギー疾患について重点的に取組む事項は以下の とお

りである。

・ 花粉症については、舌下減感作療法等の開発を推進する。

・ 喘′目、については、喘虐、死の減少を 目指 し、適切な医療体制の確保を

図る。

・ 食物ア レルギーについては、可能 な限 り患者 自身が正 しく抗原 を知

り抗原を回避できるよう、対策を講 じる。

。 ア トピー性皮膚炎については、患者のQOLの 向上のため、患者が
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継続的に医療を受けられ るよう、また 自己管理が可能 となるように方

策を講 じる。

(1)医療の提供

(ア )かか りつけ医を中心 とした医療体制の確立

○ アレルギー疾患に必要な医療体制

。 国においては、ア レルギー疾患にかかる医療体制を確保す るた

め、 日本医師会等医療関係団体や関係学会等 と連携 して、診療ガ

イ ドラインの改訂及びその普及によ り、地域の診療 レベルの不均

衡の是正を図る。また、国は地域 におけるア レルギー対策の医療

提供体制のあ り方について事例集 を作成 。配布 し、都道府県等ヘ

の普及に努める。

。 このような国の取組 を踏まえ、都道府県においては、医療計画

等を活用 して、地域におけるア レルギー疾患に関す る医療提供体

制の確保を図ることが求められる。 また、適切な地域医療を確保

する観点か ら、地域保健医療協議会等を通 じて関係機関との連携

を十分図る必要がある。

・ ア レルギー疾患患者に対 しては、安定期にはア レルギー疾患に

粘通 した身近なかか りつけ医が診療するが、重症難治例や著 しい

増悪時には専門的な対応が必要である。そのため、基本的には医

療圏毎にア レルギー診療の専門本機能 を有 している医療機関が必要

であ り、また、ア レルギー疾患はほぼ全身臓器 に係わる疾患であ

ることか ら、このよ うな専門医療機 関等を支援できるよう、都道

府県に 1カ 所は集学的な診療体制 を有 している病院を確保す る必

要がある。なお、集学的な診療体制においては、ア レルギー性鼻

炎、喘虐、、ア トピー性皮膚炎、小児のア レルギー疾患等に関 して

専門の医師を有 していることが望ま しい。

・ 重症難治例等に至 らず とも一次医療機関で対応できる分野につ

いては、地域の事情によっては診療所間の連携体制の構築につい

ても留意する必要がある。
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○ 喘息死等を予防する医療体制 :「 喘息死ゼロ」を目指 して

喘′自、死の原因として、患者側の認識不足や不定期受診等の問題、診

療側の診療ガイ ドラインの利用度の問題等が挙げ られているため、地

域 において診療所 と救急病院 とが連携 し、患者教育を含む適切な治療

の普及 と患者カー ドを常に携帯 してもらうことによる医師―患者間の

情報共有等を図ることが重要である。喘′自、発作についての初期対応が

可能な救急病院は、基本的には、医療圏単位で確保 されることが望ま

しい。なお、当該病院に求め られる要件 としては、高度、大規模な医

療機器 を備えている必要はな く、ア レルギー専門の医師の確保がなさ

れていれば足 りるとの意見がある。

※ 喘雇、死ゼロを目指 した取組の主な内容は以下の とお りである。

・ かか りつけ医における診療ガイ ドラインの普及

・ 患者カー ド携帯による患者の自己管理の徹底

。 救急時対応等における病診連携の構築

(イ )人材育成

〇 アレルギー疾患診療に精通 したかか りつけ医の育成

。 国においては、診療ガイ ドラインに基づく治療を行 うことによ

り、患者のQOLを 向上 させ、効率的かつ適切な医療の提供 を

促進できることか ら、 日本医師会等医療関係団体や関係学会等

と連携 して、かか りつけ医に対 して診療ガイ ドラインの普及 を

図 りつつ、医学・医術の進歩に応 じ診療ガイ ドラインの改訂 を

図る。

・ 医学教育においては、全国の医科大学 (医学部)の教育プログ

ラムの指針 となる 「医学教育モデル・コア・カ リキュラム」に

おいて、「アレルギー疾患の特徴 とその発症 を概説できる」「ア

ナフィラキシーの症候、診断と治療を説明できる」「薬物ア レル

ギーを概説できる」な どの到達 目標 を掲げていることか ら、各

大学においては、これに基づいた教育カ リキュラムを策定 し、

その充実を図ることが必要である。

・ 臨床研修においても、現在、経験 目標の 1疾患 としてアレルギ

ー疾患が取 り上げ られてお り、救急対応等をは じめとしたプラ



イマ リケアの基本的診療能力 としてその正 しい知識及び技術の

修得 に資す るものである。臨床研修を受けている医師は自らア

レル ギー疾患 (喘息発作やアナフィラキシー ショック等)の診

療について経験す ることが必要である。

また、 日本医師会において実施 している医師の生涯教育におい

て、今後 ともよリー層ア レルギー疾患に係 る教育が充実 され る

ことを望みたい。              ・

・ 小児アレルギー診療に携われる人材の育成について、 日本小児

科学会の取 り組みが望まれる。

○ ア レルギー専門の医師の育成

ア レルギー疾患診療の質の向上及び都道府県間におけるアレル

ギー専門の医師の偏在是正を図るため、関係学会におけるアレル

ギー専門の医師が適切に育成 されることが望まれる。

また、アレルギー診療はほぼ全身臓器 に係 わ り全年齢層にわた

る疾患の診療 となるため、総合的なア レルギー専門の医師の存在

は重要 と考えられ、関係学会においてそのような専門の医師の育

成について検討す ることが望まれる。

○ 保健師、看護師、薬斉J師及び管理栄養士等においても、アレルギ

ー疾患患者に適切 に対応できるよう、知識・技能を高めてお く必要

がある。また、保健師、看護師については 日本看誰協会の研修にお

いて、今後 ともよ リー層アレルギー疾患に係 る教育が充実 されるこ

とが望ま しい。 さらに、ア レルギー疾患にはアナフィラキシーを含

む食物ア レルギー もあ り、適正な食物除去が行 われ ることが重要で

あることか ら、管理栄養士・栄養士についても、ア レルギー疾患に

十分対応できるよ う、 日本栄養士会の研修等において今後 よリー層

アレルギー疾患に係 る教育が充実されることが望ましい。

(ウ )専門情報の提供

○ 国は、アレルギー疾患に関する研究成果等を踏まえた専門的な医

学情報については、関係学会等 と協力 して必要な情報提供体制の確

つ
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保 を図る。また、専門医療機関等からの相談に対応できるよう国立

病院機構相模原病院の臨床研究センターに相談窓口を設置する。

(2)情報提供・相談体制

国及び地方公共団体は、患者が生活環境等を改善するため、患者 自

己管理手法の促進、情報提供体制や相談体制の確保のための対策を講

じる。  )

(ア )自 己管理の促進

○ 自己管理する内容

患者及び患者家族が管理することが望まれる主な事項は以下のとお

りである。

。 生活環境改善 (食物・住環境等に関する抗原回避、禁煙等 )

。 罹患 している疾患と治療法の正 しい把握

・ 疾患状態の客観的な自己評価

・ 救急時対応         等

自己管理の習得法の普及

国は、 日本ア レルギー学会等 と連携 し、上記内容について効果的

な教育資材等を作成 し、都道府県等や医療従事者等に配布する。

。 このような国の取組を踏まえ、都道府県等においては、都道府県

医師会や関係学会等 と連携 して研修会を実施する等 して、保育所・

学校 (PTA等 )。 職域や地域 (子 ども会等)等に おける自己管理

手法の普及を図ることが求められる。

。 また、市町村においても、都道府県等 と同様の取組が期待 され、

平L幼児健診等における保健指導等の場を効果的に活用 し、アレルギ

ー疾患の早期発見及び 自己管理手法の普及等を図ることが求められ

る。

。 さらに、学校・保育所等においては、保護者等 と十分連携をとり、

児童のアレルギー疾患の状況を把握 して健康の維持・向上を図るこ

とが望ましい。

〇

　

．
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。 医療従事者においては自己管理手法の普及について正 しく認識 さ

れ、医療機関において指導を実践することが望ましい。

(イ )情報提供体制の確保

○ 国民及び患者 にとって必要な情報

国民及び患者 にとって必要な、ア レルギー疾患に関する主な情報は

次のとお りである。

・ ア レルギー疾患に関す る一般疾病情報 (病因 。病態 。疫学等 )

。 生活環境等に関する情報

(ア レルギー物質を含む食品に関する表示やシックハ ウス症候

群等について、患者が適切に生活環境を確保できる うような

情報等 )

。 適切な治療や薬斉」に関す る情報

。 研究成果等に関する最新診療情報

。 医療機関及びサービスの選択にかかる情報

○ 情報提供手段

。 正 しい情報 を効果的かつ効率的に普及するためには、インター

ネ ッ トのみな らず、パンフレッ ト等を活用する情i報提供 も必要で

ある。

。 国においては、適宜関係学会等 と連携 し、ホームページやパン

フ レッ ト等を活用 して、最新の研究成果を含む疾病情報や診療情

報等 を都道府県等や医療従事者等に対 して提供する。

・ 地方公共団体においては、国等の発信する情報を活用するほか、

それぞれの地域医師会等の協力を得ながら、医療機関等の選択に

係 る情報を住民に対 して提供することが望ましい。

○ その他

。 国は、ア レルギー物質を含む食品に関する表示については、科

学的知見の進展等を踏まえ、表示項 目や表示方法等の見直 しを検

討 していく。
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。 広告規制の緩和に伴い、一定の基準に適合するもの として厚生

労働大臣に届出がなされた学術団体の認定する医師等の専門性に

関する資格名が広告できることとなっているが、 日本ア レルギー

学会については未だ、学術団体 としての法人格を有 していないた

め、アレルギー診療を行 う医師の専門性に関す る資格名 を広告す

ることができない。 日本ア レルギー学会は、当該学会の認定する

専門医の名称を広告できるよう努めているところである。

・ 未就学児童をもつ保護者へのアレルギー疾患に関する情報提供

は、平L幼児期はアレルギー疾患の好発年齢であることか ら特に重

要である。そのひ とつ として、市町村は、保育所等 を通 じて、食

を通 じた子 どもの健全育成 (い わゆる 「食育」)|こ 関す る取組の

中で、食物ア レルギーのある子 どもについても対応 を進めていく

ことが望ましい。

(ウ )相談体制の確保

○ 国は、地域毎の相談 レベルに格差が生 じないよう、全国共通の相

談員養成研修プログラムを作成 し、「リウマチ・ア レルギー相談員養

成研修会」及び 「シックハウス担当職員研修会」の充実を図る。

○ このような国の取組を踏まえ、都道府県においては体系的なアレ

ルギー相談体制の構築、具体的には、一般的な健康相談等は市町村

において実施 し、抗原回避等 に関するより専門的な相談については

保健所において実施する等を検討 し実施することが望ま しい。また、

保健所においては、地域医師会や栄養士会等 と連携 し、個々の住民

の相談対応のみな らず、市町村への技術的支援や地域での学校や企

業等におけるアレルギー対策の取組への助言等の支援が期待 される。

(3)研究開発及び医薬品開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

○ アレルギー疾患に関す る研究をより戦略的に実施す るためには、

研究企画 。実施・評価体制の構築 として、明確な目標設定、適切な

研究評価及び効果的なフィー ドバ ックが重要である。

●
コ



○ 国は研究の採択 に当たってテーマの類似 している研究課題の統廃

合を進めるとともに、政策的課題に関連す るテーマを明確化 し公募

課題に反映させ る必要がある。なお、国が進めていくべき研究課題

は、民間企業 と国との役害Jを認識 しなが ら、研究事業の評価委員会

の意見を踏まえ、課題の決定を行 う。

○ 有効な治療法選択のための情報収集体制の構築の検討

治療効果 も含めたアレルギー疾患患者の動向を適切に把握すること

は、単に疾病統計 とい う視点のみならず、病因、病態、診断、治療、

予後等の研究を効果的かつ効率的に進める上で重要である。国におい

ては、科学的根拠に基づいた縦断的な定点観測体制等の構築が必要で

ある。

また、小児に特化 した調査 としては、同一客体を長年にわたつて追

跡調査する「21世紀出生児縦断調査」が平成 13年度から実施 され

ているところであ り、国は調査結果のだ昴ほ的な活用について検討する。

(イ )研究目標の明確化

① 当面成果を達成すべき研究分野

平成 22年度までに研究成果を得られるよう、次の研究分野を重点

的に研究を推進 していく。

○ アレルギー疾患患者 自己管理手法の確立

。 国においては、ア レルギー疾患を自己管理できる疾患 とする

ための手法の確立を最優先の日標 とする。そのため、関係学会

等 と連携 し、平成 22年度 (2010年 度)を 目標に、より確

実で簡便な抗原診断法の開発を進め、患者がアレルギーの原因

物質を日常生活の中で適切に管理できるよう、抗原回避等の自

己管理手法の確立や早期診断法の確立等に重点化を図る。国は

これ ら研究成果はかか りつけ医等にその技術の普及を図 り、患

者がア レルギーの原因物質を日常生活の中で適切に管理するこ

とを目才旨す。
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最優先研究 目標

(1)治療法の効果を正 しく判定するための指標の開発

(2)抗原特定手法の開発及び環境中抗原調整手法の確立

① 安全で正確 にアレルギー疾患の原因を特定する検査法の

開発

②  自宅で実施可能な環境中抗原調整手法の開発

(3)重症化・難治化予防のための早期診断法の確立

(4)自 宅で実施可能な減感作療法の開発の推進

自宅で行 うことができる治療法開発は、国は今後 さらに研究

を進めてい くべきである。特に国はスギ花粉症に対す る舌下減

感作療法の治療法開発についての臨床研究を推進 し、安全性、

有効性を確認す る。

② 長期 目標を持つて達成すべき研究分野

○ アレルギー疾患の予防法 と根治的治療法の開発

長期 目標 としてア レルギー疾患の病態・免疫システム解析 と病因

解明を行い、その成果に基づ くア レルギー疾患の根治的治療法を開

発することを国は 目指す。

着実に進めていくべき研究目標

病態 。発症機序の解明

(1)免疫システムの解明によるアレルギー疾患のコン トロール

① 自然免疫 と獲得免疫等の機序の解明

② ア レルギー性炎症の中心 となる細胞の確定

(2)気道等組織 リモデ リング (不可逆変化)のアレルギー疾患

への関与

アレルギー発症予防法の確立

(1)小児のア レルギー疾患 と成人のアレルギー疾患の病態異同

の角翠析

(2)胎内におけるア レルギー感作予防 と出生後におけるアレル

ギー発症予防 (遺伝因子 と環境因子の影響に関する解析 )

(3)食物アレルギーの予防薬の開発
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治療法の開発

(1)早期治療の効果 と長期予後

(2)治療中止基準の確立

(3)免疫療法 (DNAワ クチン等)。 生物学的製剤等の開発

(4)テ ーラーメイ ド医療

(5)減感作療法等根治的治療法の効能等改善のための、抗原に

関する基盤研究

③ その他の必要な研究

○ いわゆる民間医療の評価

国においては、いわゆる民間医療を評価 し、その評価結果を国民

に情報提供 し、正 しい知識の普及を図るとともに、民間医療の中で

基礎研究・臨床研究に取 り上げるべき治療法について検討 を加 え

る。

○ 患者の行動変容に関す る研究

(ウ )医薬品の開発促進等

○ 新 しい医薬品の薬事法上の承認に当たっては、国は適切な外国の

データがあればそれ らも活用 しつつ、適切に対応する。

○ 国においては、優れた医薬品がより早 く患者の元に届 くよう治験

環境の整備に努める。特に小児に係る医薬品については対応が十分

とはいえないため、小児に係る臨床研究の推進 を図ることが望まし

い 。

(4)施策の評価等

○ 政策評価

。 国においては、国が実施する重要な施策の実施状況等について評

価 し、また、地方公共団体の実施する施策を把握す ることにより、

より的確かつ総合的なア レルギー対策を計 じてい くことが重要であ

る。また、地方公共団体においても国の施策を踏まえ、連携を模索

し、施策を効果的に実施す るとともに、主要な施策について政策評

価を行 うことが望ま しい。
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本委員会においては、健康局長の私的検討会であるリウマチ対策検討会及

びアレルギー対策検討会における審議の結果を踏まえ、患者のQOLを 維持

。向上させるとい うことに重′員を置き、検討を重ねてきた。

具体的な検討 の範囲 としては、我が国におけるリウマチ・アレルギー対策

を総合的かつ体系的に推進す るための基本的方向性か ら、重点的に推進すべ

き具体的施策に及ぶ幅広い事項が取 り上げられた。そのような議論 を基に、

今般、国、地方公共団体及び関係団体等が連携 して、ともに進めていくべき

取組の方向性等 を示す 「リウマチ対策の方向性等」及び 「アレルギー疾患対

策の方向性等」を作成 した。 これ らの方向性等については、今後の学術等の

進歩に応 じ、適宜再検討をカロえ、必要があると認められ るときは、これを変

更 していくものとする。

従前より、我が国における リウマチ・ア レルギー対策は、必ず しも戦略的

に実施 されてきたとは言えなかった。今般、このような形で報告書がとりま

とめられたことは、議論を尽 くしきれなかった点、至 らない点もあるとは思

われるものの、我が国におけるリウマチ・ア レルギー対策を推進する上で大

きな前進 となることであろう。

本報告書の成果が十三分に活用 され、 リウマチ対策については、関係者の

協力の下 リウマチ対策が円滑に実施され、 リウマチに対する的確な予防対策

が講 じられ、「リウマチゼ ロ」 となる日が来 ることを期待す る。また、この

取組の成果が 「今後の リウマチ対策について」 (中 間報告)(平成 9年 8月 2

9日 )において、今後の対策の方向性の中で位置づけられている変形性関節

症対策にも役立つことを期待 したい。

また、アレルギー対策についても、今後のア レルギー対策がよリー層円滑

に実施 され、国民に安心 。安全な生活を提供す る社会づ くりが達成 されるこ

とを期待 したい。
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<厚生科学審議会疾病対策部会 リウマチ・ア レルギー対策委員会委員名簿 >

秋山 一男  独立行政法人国立病院機構相模原病院臨床研究センター長

岡谷 恵子  社団法人 日本看護協会専務理事

越智 隆弘  独立行政法人国立病院機構相模原病院長

○水田 詳代  九州大学病院長

辻  一郎  東北大学大学院医学系研究科教授

西岡久寿樹  聖マ リアンナ医科大学難病治療研究センター長

橋本 信也  社団法人 日本医師会常任理事

山中 朋子  青森県健康福祉部医師確保対策監

山本 一彦  東京大学大学院医学系研究科教授

山本 昇IIL 広島大学名誉教授

横田 俊平  横浜市立大学大学院医学研究科教授

(五十音順 ○印は委 員長 )
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<リ ウマチ対策検討会委員名簿>

岡谷 恵子  社団法人 日本看護協会専務理事

○越智 隆弘  独立行政法人国立病院機構相模原病院長

戸山 芳昭  慶應義塾大学医学部教授

西岡久寿樹  聖マ リアンナ医科大学難病治療研究センター長

橋本 信也  社団法人 日本医師会常任理事

宮坂 信之  東京医科歯科大学教授

山中 朋子  青森県健康福祉部医師確保対策監

山本 一彦  東京大学大学院医学系研究科教授

(五十音順 ○は座長 )
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<ア レルギー対策検討会委員名簿>

〇秋 山 一男  独立行政法人国立病院機構相槙原病院臨床研究センター長

池田 耕一  国立保健医療科学院建築衛生部長

岡本 美孝  千葉大学大学院医学研究院教授

岡谷 恵子  社団法人 日本看護協会専務理事

栗山真理子  特定非営利活動法人アレルギー児を支える全国ネ ット

アラジーポ ット専務理事

島崎 修次  杏林大学教授

下川 寛子  福岡市保健福祉局保健医療部保健予防課長

橋本 信也  社団法人 日本医師会常任理事

古江 増隆  九州大学大学院医学研究院教授

丸井 英二  順天堂大学医学部教授

山中 朋子  青森県健康福祉部医師確保対策監

山本美代子  日本栄養士会 (千葉市宮野木保育所総括主任栄養士)

横田 俊平  横浜市立大学大学院医学研究科教授
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<リ ウマチ・ア レルギー対策委員会等の開催 日程と議題>
生 リウマチ ロアレルギー

(第 1回 は平成 14年度開催 )

第 2回 (平成 17年 3月 7日 )

○ リウマチ・ア レルギー対策委員会等の設置について

○ リウマチ・ア レルギー対策の現状について

○ 委員か らのプ レゼンテーション

・ アレルギー対策研究及び医療の現状 と問題′点について (秋 山委員 )

。 リウマチ対策研究及び医療の現状 と問題′点について (越智委員 )

第 3回 (平成 17年 8月 26日 )

○ リウマチ・アレルギー対策委員会報告書作成

○ リウマチ対策の方向性等作成

○ ア レルギー疾患対策の方向性等作成

リウマチ対策検言

第 1回 (平成 17年 4月 12日 )

○ リウマチ対策検討会の設置等について

○ リウマチ対策の現状について

。 抗 リウマチ薬の臨床評価方法に関するガイ ドライン (案 )

(医薬食品局審査管理課 )

○ 委員か らのプ レゼンテーション

。 今後の リウマチ対策について (越智座長 )

。 市販後調査システムについて (西岡委員 )

○ リウマチ対策の論点整理について

。 基本的方向性について

。 研究の推進について

。 医薬品の開発促進等について

第 2回 (平成 17年 5月 17日 )

○ 委員か らのプ レゼンテーション
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。 日本の関節 リウマチ診療を世界水準 と比較 して

(山 本委員、宮坂委員、西岡委員、戸山委員 )

。 県の リウマチ対策における現状 と課題 (山 中委員 )

○ リウマチ対策の論点整理について

。 前回議事について

・ 医療提供体制の整備について

。 患者 QOLの 向上 と自立等について

。 情報提供 。相談体制について

第 3回 (平成 17年 6月 28日 )

○ 参考人からのプレゼンテーション

・ リウマチ患者の実態について

(長谷川参考人 :社団法人 日本 リウマチ友の会会長 )

○ リウマチ対策報告書 (案)作成

第 4回 (平成 17年 7月 29日 )

〇 リウマチ対策検討会報告書 (案)作成

○ リウマチ対策指針 (案)作成

レルギー対策検討

第 1回 (平成 17年 3月 29日 )

○ ア レル ギー対策検討会の設置等について

○ ア レルギー対策の現状について

。 ア レルギー物質を含む食品に関する表示について

(食 品安全部基準審査課)

。 シックハ ウス対策について (健康局生活衛生課 )

○ ア レルギー対策の論点整理について

・ 基本的方向性について

。 医療提供体制の整備について

・ 患者 QOLの 向上等について

第 2回 (平成 17年 4月 21日 )

○ 委員か らのプ レゼンテーション
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。 日本のアレルギー診療を世界水準 と比較 して

(古江委員、岡本委員、横田委員 )

。 県のア レルギー対策における現状 と課題 (山 中委員 )

○ アレルギー対策の論点整理について

。 前回議事について

。 情報提供 。相談体制について

第 3回 (平成 17年 5月 31日 )

○ 委員か らのプレゼンテーション

・ 患者 を取 り巻 く環境の改善

(栗 山委員、丸山委員、池田委員 )

。 喘 ,日、死等予防のための地域医療について

(堀場参考人 :大垣市民病院呼吸器科部長 )

○ アレルギー対策の論点整理について

。 前回議事について

・ 患者を取 り巻 く環境の改善について

。 医薬品の開発促進等について

。 研究の推進について

第 4回 (平成 17年 6月 21日 )

○ アレルギー対策報告書 (案)について

第 5回 (平成 17年 8月 1日 )

○ アレルギー対策報告書 (案)について

○ アレルギー対策指針 (案)について
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<本報告書における用語の解説>

○ アレルギー

異物が体内に侵入 した ときに、体を守ろうとする防御 (免疫)反応が、体に

不利に作用 し、かゆみ、くしゃみ、炎症、喘′自、等の様々な症状を引き起こす

こと

○ 都道府県等

都道府県、保健所を設置する市及び特別区

○ 抗原

一般に免疫反応において原因 となる物質を抗原 とい う。特にアレルギー疾患

における原因物質 をアレルゲンとい う。

○ 感作率

症状の有無に関わ らず抗原に対する抗体を持つている人の害1合

○ 発症率

感作 された人の うち疾患を発症 した人の害」合

○ 有症率

診断の有無にかかわ らず、症状を有する人の割合

○ 有病率

ある時点において疾患を有する人の害」合

○ 抗原回避

アレルギーの原因物質 を避けること

○ 医療圏

主として病院の病床 の整備 を図るべき地域的単位 として設定する医療計画上

の区域

○ 集学的

各分野の専門の医師が協力 して治療に当たること

○ 疾患管理

病気を良い状態に保つよう処置すること

○ 診療ガイ ドライン

標準的な診断 と治療に関する指針 (本報告書においては、厚生労働省研究班

において、関係学会等 と連携 して作成 された診療ガイ ドラインを指す。)

○ アナフィラキシー

抗原に接触 した り、摂取 した後に、数分から数十分以内にア レルギーによる

症状が体の複数の臓器や全身に現れる激 しい急性アレルギー
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○ アナフィラキシーシヨック

重症アナフィラキシーにより血圧低下、呼吸困難や意識障害を引き起 こす現

象

○ 減感作療法

抗原のエキスを長い時間をかけ少 しずつ注射 し、体を徐々に慣れ させていく

治療法

○ ゲノム診断法

染色体または遺伝子の一組を検査 して病状を判断すること

○ テーラーメー ド医療

各患者に応 じて最適な薬を投与す る治療法

O in vivo

生体内で

○ 行動変容

行動が変わること

○ 抗 リウマチ薬

免疫 に関係する細胞に働 きかけ、異常になった免疫系を元の状態に戻 して、

病状の進行を止める薬

○ 有害事象

治験薬 を投与 された被験者に生 じたあ らゆる好ましくない医療上のできごと

○ 疫学調査

病気の原因と思われる環境因子 を設定 し,そ の因子が病気を引起こす可能性

を調べ る統計的調査

○ ク リティカルパス

成果 目標 に向かつてできる限 り無駄 を削減 して在院日数を短縮する治療方針

計画書にて医療を行 うこと
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<リ ウマチ・アレルギー疾患に関する図表集>
(表 1)各都道府県におけるリウマチ施策について
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(表 2)各都道府県におけるアレルギー施策について

た もの
日 厚 生 労 働 ● 12康 局 擦 ■ 対 策

“

鵬 べ )
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(図 1)関節 リウマチ患者の入院・外来別の割合

□入院

LE埜

|("

40

1 35

30

25

20

15

10

5

0

厚生労働省平成14年患者調査より

(図 2)アレルギニ様症状があつた者とその診断があつた者の割合 (複数回答 )
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(図 3)年齢階級別にみたアレルギー様症状があつた者の割合 (複数回答 )
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厚 生 労 働省 平 成 15年保 健 福祉 動 向 調 査 よ り

(表 3)アレルギー性疾患対策への要望の割合(12歳 以上・複数回答 )

数

ル ルギ→蠅 対策への要望のある者

医療機関6聯静彰糠所)|ク吻中 引詠DE節陸出 てほLい

アレレギ→対 る医薬品の開翻 こ力を入れて!諷 い́

アレル寺Ll締 る情罰を用綸目町こ提供してほuい

ル ルギ¬こついてILい情報を提供す召出限蒻を作つてほLい

医療機関(病院・診療所)07レルギ■専門の医師の配置情報観 てIILい

アレルギ¬こ対する食品(アレルギ=を発症させる物質を除去した食間 の開発・普及に力を入れて1諷′い

アレルギ=と颯 境との関踵のコ膠賜奴励観鳳劇出自こ力を入れてほつい

医療機関(折部完・診療所)に専門の相談窓口を設けてほLい

側   (衝躍屏等)|・軒騨鳴覇躍口を調サてほしヽ

御

牛Hこ製 1滋ヽヽ

1000

5■5

233

211

205

189

17.2

1■ 1

167

131

■4

1.4

m2

注:総知こは、不詳を含む。
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(図 4)′ ]ヽ児喘息の有病率の推移
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<リ ウマチ ロア レルギー疾患に係わる診療ガイ ドライン等について>
厚生労働省においては、厚生労働科学研究の中で、 リウマチ 。アレルギー

疾患の診療ガイ ドライン等の学会等への作成支援を行い、医療従事者や一般

国民に対す る普及啓発に努めているところであ り、以下にその一覧を示す。

1 関節 リウマチ

『 関節 リウマチの診療マニュアル (改訂版)診断のマニュアル とEBM
に基づ く治療ガイ ドライン』 (***)

発行 :平成 16年 4月

作成 :厚生労働省研究班

編集 :越智 隆弘 (相 模原病院院長)他

2 ア トピー性皮膚炎

『 ア トピー性皮J信炎治療ガイ ドライン 2005』 (*)

発行 :平成 17年

作成 :分担研究 「ア トピー性皮膚炎治療ガイ ドラインの作成」

監修 :河野 陽一 (千葉大学大学院医学研究院小児病態学教授 )

山本 昇壮 (広島大学名誉教授 )

『 ア トピー性皮膚炎―よりよい治療のためのEBMデ ータ集』 (*)

発行 :平成 17年

作成 :古江 増隆 (九州大学大学院医学研究院皮膚科学教授 )

3 アレルギー性鼻炎

『鼻ア レルギー診療ガイ ドライン 2002年 版 (改訂第 4版 )』 (**)

発行 :平成 14年

作成 :鼻アレルギー診療ガイ ドライン作成委員会

編集顧問 :奥 田 稔 (日 本医科大学名誉教授)

4 日嵩′息

『科学的根拠に基づ く (EBM)喘 ,自、診療ガイ ドライン』(**)

発行 :平成 13年

作成 :鉢 日和三(日 本臨床アレルキ―゙疾患研究所長 。東京大学名誉教授 )
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『 EBMに 基づいた抗喘′思薬の適正使用ガイ ドライン』(**)

発行 :平成 13年

作成 :厚生労働省医療技術評価総合研究喘′自、ガイ ドライン班

監修 :鉢 日翻三(日 本臨床アレルキ―゙疾患研究所長・東京大学名誉教授 )

『 一般臨床医のためのEBMに 基づいた喘′日、治療ガイ ドライン』 (***)

発行 :平成 16年

作成 :黙 日翻三(日 本臨床アレルキ―゙疾患研究所長・東京大学名誉教授 )

他

『 EBMに 基づいた患者 と医療者のパー トナーシップのための喘′日、診療

ガイ ドライン (小児用 )』 (***)

発行 :平成 16年

作成 :鉢 日翻三(日 本臨床アレルキ―゙疾患研究所長 。東京大学猛誉教授 )

他

『 EBMに 基づいた患者 と医療者のパー トナーシップのための喘′急診療

ガイ ドライン (成人編 )』 (**)

発行 :平成 16年

監修 :休 日倒三(日 本臨床アレルキ―゙疾患研究所長・東京大学名誉教授 )

『 喘′急予防・管理ガイ ドライン 2003』 (*)

発行 :平成 15年

作成 :厚生省免疫 。アレルギー研究班

監修 :牧野 荘平 (東京アレルキ一゙疾患研究所 。獨協医科大学名誉教授 )

古庄 巻史 (市立岸和田市民病院長 現こくらアレルキ―゙クリニック)

宮ヽ 日翻三(日 本臨床アレルキ―゙疾患研究所長・東京大学名誉教授 )

西間 三申ミ (国立療養所南福岡病院 )

5 食物ア レルギー

『 食物ア レルギーの診断の手引き 2005』 (*)

発行 :平成 17年

作成 :「食物ア レルギー診療の手引き」検討委員会

監修 :海老澤 元宏 (相模原病院臨床研究ンタザ″ば口性疾患研究部)他
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また、平成 17年 3月 に、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課

において『加工食品に含まれるアレルギー表示』についてパンフレット

を作成 。配布

(*)免 疫アレルギー疾患予防・治療研究事業による

(**)医療技術評価総合研究事業による

(***)医療技術評価総合研究事業において作成 したものを学会等に

おいて改訂
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リウマチ対策の方向性等

第 1 趣 旨

リウマチについては、効果的な対症療法はあるものの、一般的に病態は十分に解明

されたとはいえず、根治的な治療法も確立されていないため、必ず しも患者の生活の

質 (Quality Of Life:QOL)の 糸性持・向上が図られていない。

また、国においては、これまで リウマチ対策 として、研究の推進や研究成果を活用

した普及啓発等を実施 してきたものの、必ず しも戦略的に実施されていない上、都道

府県等におけるリウマチ対策には格差があるなど、我が国におけるリウマチ対策は必

ず しも十分なものとはいえない。

このような認識の下、本方向性等は、今後 5年程度のリウマチ対策の方向性等を示

すこと等によつて、国を始め、地方公共団体及び関係団体等におけるリウマチ対策が

戦‖各的に推進されることを促そ うとするものである。

第 2 基本的方向性

1 当面 の リウマチ対策の 目標

リウマチの予防法及び根治的治療法が未確立である現状においては、 リウマチ患

者のQOLの 維持 。向上を図るために、可能な限り入院患者数の減少や入院り明間の

短縮を目指 し、 リウマチの重症化を防止することが重要であり、リウマチ活動期初

期における早期治療法を確立するとともに、早期に適切な医療及び情報を提供する

ことが必要である。

このため、国は、リウマチの予防法及び根治的治療法の研究開発を長期的な観点

から引き続き着実に取 り組むとともに、今後 5年程度を目途に、当面の リウマチ対

策の 目標 として、「リウマチ重症化防止策の推進」
1を

図ることを掲げ、地方公共団

体 との役害1分担 と連携の下に、関係団体等の協力を得ながらともに取 り組むことと

する。

1リ ウマチの根治的な治療法が確立されていない状況の中で、その上下肢の疼痛、機能障害の進行を防止 し患者の生活の質を向上する
ためには、早期診断法や有効性の高い治療法開発の推進、適切な医療を効率的に提供できる体制の確立、相談や情報提供等患者を取り
巻くI環境の確保を進め、リウマチ Tl症化防止を目指す必要がある。



2 取 り組 むべ き施策の柱

1の 目標を達成するためには、従前の研究開発中心の対策から、今後は、国、地

方公共団体及び関係団体等が適切な役割分担の下、 (1)医療提供等の確保、 (2)情報

提供・本目談体制の確保、(3)開発研究開発等の推進を、取り組むべき施策の柱に据え

ることが必要であり、今後 5年程度、それぞれについて以下の方向性で取 り組んで

いく。

(1)医療提供等の確保

患者等に身近なかかりつけ医を中心としながら、症状の安定時にはかかりつけ医

において、重症難治例や薯しい増悪時等には専門医療機関において、、適切な対応が

なされるよう、かかりつけ医と専門医療機関の円滑な連携による医療提供の確保を

図る。

また、関係団体等の協力を得ながら、診療ガイ ドライン、専門的な医学情報の普

及、リウマチ診療に精通した人材の育成を進めることにより、診療 レベルの均てん

化を図る。

(2)情報提供 口相談体制の確保

患者等に対する、① リウマチに係 る正 しい知識・情報、②医療機関に関する情報、

③適切な自己管理の手法
2についての普及啓発や相談体制の確保を行 う。

(3)研究開発等の推進

①当面 (今後 5年程度)の 目標 と、②長期的な目標とを明確に設定 し、研究開発

をより戦略的に推進する。また、医薬品等の開発促進等についても、引き続き取 り

組む。

なお、国が進めていくべき研究課題は、事前評価委員会の意見も踏まえ、民間企

業との役割の違いを認識 した上で、採択されることが求められる。この際、テーマ

の類似 している研究課題は統廃合を進める必要があるとともに、政策的課題に関連

するテーマを明確化 し、公募課題に反映させる研究開発推進体制を構築する。

3 国 と地方公共 団体 との役割 分 担 と連携

国は、引き続き研究開発等の推進を図るとともに、地方公共団体が医療提供等の

確保や情報提供 。相談体制の確保の取 り組みを進められるよう、研究の成果等につ

いて情報提供するなど技術的支援を中心に担 うことが必要である。

地方公共団体のうち都道府県は、医療提供等の確保を図る上で中心的な役害」を担

うとともに、情報提供 。本目談体制の確保については、市町村・関係団体等 と連携 し、

2主に、①生活上の注意点、②疾患状態 (活動性)の客観的な基準に基づく評価、③疾患の重症化予防法、治療法及び副作用に関する
正しい知識、等を指す。なお、医療従事者においては自己管理手法の普及について正しく認識し、医療機関において指導を実践するこ
とが望ましい。



情報提供 。相談の対象者や内容等に応 じて、地域における普及啓発に取 り組むこと

が必要である。

このような国と地方公共団体における役害1分担の下、厚生労働省は患者団体、日

本医師会、日本 リウマチ学会、日本整形外科学会及び 日本小児科学会等関係団体並

びに関係省庁 と連携 してリウマチ対策を推進 していくことが必要である。

第 3 今後 5年程度におけるリウマチ対策

第 2の 2における取 り組むべき施策の柱については、国と地方公共団体の役害1分担を

明 らかにしつつ、以下のとお り実施 していく。

1 医療提 供等 の確 保

(1)国 の役割

○ 診療ガイ ドライン等の普及

国は、関係団体等の協力を得て、診療ガイ ドラインや病態別重症度別のクリテ

ィカルパス等の普及を進めることにより、医療機関における診療 レベルの均てん

化を図る。なお、診療ガイ ドラインは、学術等の進歩に応 じ、随時改訂を図るも

のとする。

○ 人材の育成

リウマチの診療経験は、プライマ リケアの基本的診療能力として、その正しい

知識及び技術の習得に資するものであり、臨床研修において現在、リウマチが経

験 目標の 1疾患として取 り上げられているところであるが、さらにリウマチ診療

に精通 した人材の育成を図るため、国は関係団体等に対 し以下のとお り協力を依

頼する。

① 日本医師会に対 して、医師の生涯教育におけるリウマチに係る教育の一層の

充実

② 日本薬剤師会等の職能団体に対して、各種研修におけるリウマチに係る教育

の一層の充実

③ 日本 リウマチ学会等の関係学会に対 して、リウマチ専門の医師が地域によっ

ては不足しがちであること、関係学会間において専門医の認定基準等が異なる

こと及び小児 リウマチ診療に携われる医師の確保が必要であるとの意見がある

ことに鑑み、専門の医師の育成の促進
3、

並びにリウマチ診療は、ほぼ全身臓器

3日 本 リウマチ学会の専門医と日本整形外科学会の認定リウマチ医の認定のJ_C準や方法等においては、専門医の在り方を踏まえつつ、
当面求められる専門的な薬物治療や手術の予後に関する知識等両分野に共通じうる l・ 項から、統一していくことが期待される。



に係わる疾患の診療となるため、総合的なリウマチ専門の医師の育成について

の検討

(2)地方公共団体の役害1

0診 療ガイ ドライン等の普及、適切な地域医療の確保

都道府県は、学会等が作成 した診療ガイ ドライン等の普及を進めるとともに、

重症難治例や著しい増悪時には、専門的な対応が必要とされることから、医療圏

毎にリウマチ診療の専門機能を有 している医療機関を確保することや、これ らを

支援できるよう、都道府県単位を基本に、集学的な診療体制を有 している病院を

確保することが望まれる。このため、地域における医療提供体制
4(身

近なかか

りつけ医一専門医療機関一集学的医療機関の確保とこれらの連携体制)の確保を

図ることが求められる。なお、重症難治例等に至らずとも一次医療機関で対応で

きる分野については、地域の事情によっては診療所等間の連携体制の構築につい

ても留意する必要がある。

○ 地域の関係団体等との連携

適切な地域医療を確保する観′ほから、地域保健医療協議会等を通 じ、地域医師

会等の関係団体等との連携を十分に図ることが必要である。

○ 難病患者等居宅生活支援事業等の活用

リウマチによる機能障害の回復や低下を阻止するため、リウマチのリハビリテ

ーションを行 うことができる環境の確保を図り、併せて難病患者等居宅生活支援

事業の活用を図る。その際、高齢者が寝たきり状態になることを予防するため、

介護予防の視′員も考慮し、地域におけるリハビリテーション体制の確保に留意す

る。

情報提 供 口相談体制 の確保

(1)国 の役割

○ ホームページ等による情報提供

国は、厚生労働科学研究費等の活用により、関係学会等と連携 しながら、リウ

マチに係る正 しい知識 。情報を収集 し、ホームページ及びパンフレット等を通 じ

て、患者を含む国民にとって必要な① リウマチに係る正 しい知識・情報
5、

②医

療機関に関する情報、③適切な自己管理の手法の普及啓発 休目談体制の確保を含

む。)を行 う。また、同様の取組みを行 う地方公共団体、関係団体等、医療関係

者に対 して情報を提供する。

4小児リウマチの医療体制の確保に当たっては、必要に応じて、周辺都道府県等と連携してその確保を図ることが期待される。
5例えば、リウマチに関する一般疾病情報、適切な治療、薬剤に関する情報、研究開発の成果等に関する最新の診療1青報等



○ 教育教材の作成等

適切な自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドラインによる医療関係者

への情報提供に力日え、患者等にも理解 しやすい一般向け教育パンフレットなどの

教育教材を作成 し、都道府県等や関係団体等に情報提供する。

○ 研修会の実施

地域ごとの相談 レベルに格差が生じないよう、都道府県等における相談体制の確

保を支援するため、都道府県等の保健師を対象にリウマチ・アレルギー相談員養

成研修会を引き続き実施する。

○ 専門医療機関等を対象とする相談窓回の設置

独立行政法人国立病院機構相模原病院臨床研究センターにおいて専門医療機

関等を対象 とする相談窓口を設置する。

(2)地方公共団体の役割

○ リウマチに係る情報提供

リウマチに係 る正 しい知識・情報 (①)については、国が提供する情報を活

用しつつ、それぞれの地域における情報提供 。相談の対象者や内容等に応 じ、

市町村・関係団体等と連携 し、地域の実情等に応 じた普及啓発に取 り組むこと

が重要である。

○ 医療機関に関する情報提供

都道府県等においては、地域医師会等の協力を得ながら、医療機関に関する

||∵報 (②)を住民に対して提供することが望ましい。

○ 適切な自己管理の手法に係る情報提供

適切な自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドライン、一般向け教育

パンフレット等の医療機関への普及を進めるとともに、市町村においても、地

域保健活Jlt(各種研修会等)の際に、また、地域・職域等に、一般向け教育パ

ンフレット等を配布 し、適切な自己管理手法の普及を図ることが望ましい。そ

の際、難病相談・支援センターとの連携について留意することが必要である。

○ 保健所等における取組み

保健所等においては、地域医師会等と連携 し、個々の住民の相談対応のみな

らず、市町村への技術的支援や地域での企業等におけるリウマチ対策の取組ヘ

の助言等の支援が期待される。

3 研究 開発 等 の推 進

○ 研究推進体制の構築

国は、効果的かつ効率的な研究推進体制を構築するため、当面平成 22年度まで



に研究成果を得 られるよう重点的に研究を推進 していく研究分野と長期的な目標

とを持って達成すべき研究分野を選定し、研究 目標を明確化 して適切に研究を実施

していく。

○ 医薬品等の開発促進等

医薬品等の開発促進等については、新しい医薬品の薬事法上の承認に当たっては、

国は適切な外国のデータがあればそれらも活用 しつつ、適切に対応する。また、優

れた医薬品がより早 く患者の元に届くよう治験環境の整備に努める。

4 その他

○ 施策のフォローアップ

国は、地方公共団体が実施するものを含め、主要な施策の実施状況等を把握 し、

より戦略的にリウマチ対策を講じていくことが重要である。また、地方公共団体に

おいても国の施策を踏まえ、連携を模索し、施策を効果的に実施するとともに、主

要な施策について評価を行 うことが望ましい。

○ 方向性等の見直 し

国は、「リウマチ対策の方向性等」について、適宜再検討を加え、必要があると

認められるときは、これを変更するものとする。



参考資料  5

御肇等．児県等、

降
アレルギー疾患対策の方向性等

第 1 趣 旨

ア トピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎及び食物アレルギー等のアレル

ギー疾患については、皮膚、呼吸器及び 目鼻のいずれかにアレルギー様症状があった

者が調査対象全体の 36%(保 健福祉動向調査 (平成 15年))に上るなど、国民に

とって関心の高い疾患となっている。 さらに、アレルギー疾患については、効果的な

対症療法はあるものの、根治的な治療法が確立されていないため、必ず しも患者の生

活の質 (Quality Of Life:QOL)の 維持・向上が図られていない。

また、国においては、これまでアレルギー対策として、研究の推進や研究成果を活

用 した普及啓発等を実施 してきたものの、必ず しも戦略的に実施されていない上、都

道府県等におけるアレルギー対策には格差があるなど、我が国におけるアレルギー対

策は必ず しも十分なものとはいえない。

このような認 putの 下、本方向性等は、今後 5年程度のアレルギー疾患対策の方向性

等を示すこと等によつて、国を始め、地方公共団体及び関係団体等におけるアレルギ

ー対策が戦略的に推進されることを促そ うとするものである。

第 2 基本的方向性

1 当面 の ア レルギー 対 策 の 目標

アレルギー疾患の予防法及び根治的治療法が未確立である現状においては、アレ

ルギー疾患患者のQOLの 維持・向上を図るために、重症化を予防するための医療

の提供及び適切な自己管理が非常に重要である。なお、患者本人又は家族 (以下「患

者等」 とい う。)に よる適切な自己管理を可能とするためには、患者等が、身近な

かか りつけ医を始めとする医療関係者等の支援の下に、必、要な情報提供 。相談を受

ける機会を得ることにより、適切な自己管理の手法
1を正 しく理解 し、取 り組む環境

を確保することが必、要である。

このため、国は、予防法及び根治的治療法の研究開発を長期的な観点から引き続

き着実に取 り組む一方、今後 5年程度を目途に、当面のアレルギー疾患対策の目標

1自 己管理の手法 :主に、①生活環境の改善 (食物、住環境等に関する抗原回避や、禁煙等)、 ②疾患状態の客観的な基準に基づく自己
評価、C)救急 (喘息発作、アナフィキラシーショック等)時の対処法、等を指す。



として、アレルギー疾患を「自己管理が可能な疾患」とすることを掲げ、地方公共

団体との役割分担と連携の下に、関係団体等の協力を得ながらともに取 り組むこと

とする。

2 取 り組 むべ き施策 の柱

1の 目標を達成するためには、従前の研究開発中心の対策から、今後は、国、地

方公共団体及び関係団体等が適切な役割分担の下、 (1)医療提供等の確保、 (2)情報

提供 。本目談体制の確保、(3)研究開発等の推進を、取 り組むべき施策の柱に据えるこ

とが必要であり、今後 5年程度、それぞれについて以下の方向性で取 り組んでいく。

(1)医療提供等の確保

患者等に身近なかか りつけ医を中心としながら、症状の安定時にはかかりつけ医

において、重症難治例や著 しい増悪時等には専門医療機関において、適切な対応が

なされるよう、かかりつけ医と専門医療機関の円滑な連携による医療提供等の確保

を図る。

また、関係団体等の協力を得ながら、診療ガイ ドライン、専門的な医学情報の普

及、アレルギー診療に精通 した人材の育成を進めることにより、診療 レベルの均て

ん化を図る。

○ 喘息死等を予防する医療体制 :「喘息死ゼロ」を目指 して

喘′自、死は、アレルギー関連死の約 99%を 占める (人 口動態統計 (平成 15年 ))

ことから、医療提供等の確保にあたっては、次の方金十で行 うこととする。

喘息死の原因としては、症状の認識不足、不定期受診等の患者側の問題と、診

療側に診療ガイ ドラインの利用が十分に浸透 していない等の問題が挙げられてい

る。喘,自、死を防ぐために、地域において、診療所 と救急病院
2と の連携を図るとと

もに、適切な治療法、自己管理手法等の普及を行 う。また、医師―患者間の情報

共有等を図るため、患者に常に患者カー ド
3を

携帯 してもらうことを推奨する。

(2)情報提供・相談体制の確保の方向性

患者等に対する、①アレルギー疾患に係る正しい知識・情報、②医療機関に関す

る情報、③適切な自己管理の手法についての普及啓発や相談体制の確保を行う。

(3)研究開発等の推進の方向性

①当面 (今後 5年程度)の 日標 と、②長期的な目標 とを明確に設定し、研究開発

をより戦略的に推進する。また、医薬品等の開発促進等についても、引き続き取 り

組む。

2救急病院においては、医療機器の重装備化をすることなく急性発作時の初期対応が可能となることもあり、アレルギー専門の医師の
確保がなされれば、基本的に医療圏単位で確保されることが望ましい。
3か

かりつけ医以外が、喘息等の緊急時に医療を行う際に必要な情報 (①患者のかかりつけの病院名や合併症の有無、②ステロイド剤
等の薬剤の投与の有無、③副作用が認められた薬剤名、④救急時の治療と禁忌事項など)を記載したカード。



なお、国が進めていくべき研究課題は、事前評価委員会の意見も踏まえ、民間企

業との役割の違いを認識 した上で、採択 されることが求められる。この際、テーマ

の類似 している研究課題は統廃合を進める必要があるとともに、政策的課題に関連

するテーマを明確化 し、公募課題に反映させる研究開発推進体制を構築する。

3 国 と地 方 公 共 団体 との役割分 担 と連携

国は、引き続き研究開発等の推進を図るとともに、地方公共団体が医療提供等の

確保や情報提供 。相談体制の確保の取 り組みを進められるよう、研究の成果等につ

いて情報提供するなど技術的支援を中心に担 うことが必要である。

地方公共団体のうち都道府県は、医療提供等の確保を図る上で中心的な役割を担

うとともに、情報提供 。相談体制の確保については、市町村・関係団体等と連携 し、

情報提供 。相談の対象者や内容等に応 じて、地域における普及啓発に取 り組むこと

が必要である。

このような国と地方公共団体における役害1分担の下、厚生労fflll省 は患者団体、 日

本医師会、 日本アレルギー学会及び 日本小児科学会等の関係団体並びに関係省庁と

連携してア レルギー対策を推進していくことが必要である。

第 3 今後 5年程度におけるアレルギー疾患対策

第2の 2における取り組むべき施策の柱については、国と地方公共団体の役害J分

担を明らかにしつつ、具体的に展開していく。

1 医療提供等の確保

(1)国 の役害1

0診 療ガイ ドラインの普及

国は、関係団体等の協力を得て、診療ガイ ドラインの普及を進めることによ

り、医療機関における診療レベルの均てん化を図る。なお、診療ガイ ドライン

は、学術等の進歩に応じ、随時改訂を図るものとする。

○ 人材の育成

ア レルギー疾患 (喘 ,自、発作やアナフィラキシーショック等)の診療経験は、

プライマ リケアの基本的診療能力 として、その正しい知識及び技術の修得に資

するものであり、臨床研修において現在、アレルギー疾患が経験 目標の 1疾患

として取 り上げられているところであるが、さらにアレルギー疾患の診療に精

通 した人材の育成を図るため、国は関係団体等に対し以下のとおり協力を依頼

する。

①  日本医師会に対して、医師の生涯教育におけるアレルギー疾患に係る教育



の一層の充実

② 日本薬斉J師会及び 日本栄養士会等の職能団体に対 して、各種研修における

アレルギー疾患に係る教育の一層の充実

③ 日本アレルギー学会等の関係学会に対 して、アレルギー専門の医師が地域

によつては不足 しがちであること及び小児アレルギー診療に携われる医師

の確保が必要であるとの意見があることに鑑み、専門の医師の育成の促進

(2)地方公共団体の役割

○ 診療ガイ ドライン等の普及、適切な地域医療の確保

都道府県は、学会等が作成 した診療ガイ ドライン等の普及を進めるととも

に、重症難治例や著しい増悪時には、専門的な対応が必要とされることから、

医療圏毎にアレルギー診療の専門機能を有 している医療機関を確保すること

や、これ らを支援できるよう、都道府県単位を基本に、集学的な診療体制を

有 している病院を確保することが望まれる。このため、地域における医療提

供体制 (身近なかかりつけ医一専門医療機関―集学的医療機関の確保とこれ

らの連携)の確保を図ることが求められる。なお、重症難治例等に至らず と

も一次医療機関で対応できる分野については、地域の事情によっては診療所

等間の連携体制の構築についても留意する必要がある。

○ 地域の関係団体等との連携

適切な地域医療を確保する観′ほから、地域保健医療協議会等を通 じ、地域医

師会等の関係団体等との連携を十分に図ることが必要である。

2 情報提供・相談体制の確保に係る具体策

(1)国 の役割

○ ホームページ等による情報提供

国は、厚生労働科学研究等の活用により、関係学会等と連携しながら、アレ

ルギー疾患に係る正しい知識・情報を収集し、ホームページ及びパンフレッ

ト等を通じて、患者等を含む国民にとつて必要な①アレルギー疾患に係る正

しい知識・情報
4、

②医療機関に関する情報、③適切な自己管理の手法、を普

及啓発するための施策 (相談体制の確保を含む。)を行う。

○ アレルギー物質を含む食品に関する表示

アレルギー物質を含む食品に関する表示についても、科学的知見の進展等を

踏まえ、表示項目や表示方法等の見直しを検討していく。また、これらの取組

4例えば、生活環境等に関する情報 (ア レルギー物質を含む食品に関する表示やシックハウス症候群等について、患者が適切な生活環

境を確保できるような情報等)、 適切な治療、薬剤に関する情報、研究開発の成果等に関する最新の診療情報など



みについて、地方公共団体、関係団体等、医療関係者に対 してパンフレッ トの

作成等を通 じ、適宜情報提供する。

○ 教育教材の作成等

適切な自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドラインによる医療関係

者への情報提供に加え、患者等にも理解 しやすい一般向け教育パンフレット等

を様々なアレルギー疾患毎に作成 し、都道府県等や関係団体等に情報提供する。

○ 研修会の実施

地域ごとの相談 レベルに格差が生じないよう、都道府県等における相談体制

の確保を支援するため、都道府県等の保健師を対象に 「リウマチ 。アレルギー

相談員養成研修会」及び「シックハウス担当職員研修会」等の相談員養成研修

会を引き続き実施する。

○ 専門医療機関等を対象とする相談窓国の設置

独立行政法人国立病院機構相模原病院臨床研究センターにおいて専門医療

機関等を対象 とする相談窓口を設置する。

(2)地方公共団体の役害1

0ア レルギー疾患に係る情報提供

アレルギー疾患に係る正 しい知識・情報 (①)については、国が提供する情

報を活用 しつつ、それぞれの地域における情報提供 。相談の対象者や内容等に

応 じ、市町村・関係団体等と連携 し、地域の実情等に応 じた普及啓発に取 り組

むことが重要である。

○ 医療機関に関する情報提供

都道府県等においては、都道府県医師会等の協力を得ながら、医療機関に関

する情報 (②)を住民に対 して提供することが望ましい。

○ 適切な自己管理の手法に係る情報提供

適切な自己管理の手法 (③)については、診療ガイ ドライン、一般向け教育

パンフレッ ト等の医療機関への普及を進めるとともに、市町村においても、地

域保健活動 (平L幼児健診、各種研修会等)の際に、また、学校 (PTA等)。

保育所
5等 に、一般向け教育パンフレット等を配布し、適切な自己管理手法の普

及を図ることが望ましい。

○ 相談体制の確保

相談体制の確保については、一般的な健康相談等は市町村において実施 し、

抗原回避等に関するより専門的な相談については保健所において実施する等、

5乳幼児期・学童期はアレルギー疾患の好発年齢であることから、学校・保育所等においては、保言1者等と十分連携をとり、児童のア
レルギー疾患の状況を把lliし てlIP康 の維持・向上を図ることが望ましい。



都道府県においては体系的なアレルギー相談体制の構築について検討 し実施す

ることが望ましい。

○ 保健所等における取組み

保健所等においては、地域医師会や栄養士会等と連携 し、個々の住民の相談

対応のみならず、市町村への技術的支援や地域での学校や企業等におけるアレ

ルギー対策の取組への助言等の支援が期待 される。

3 研 究 開発等 の推進

○ 研究推進体制の構築

国は、効果的かつ効率的なりF究推進体制を構築するため、平成 22年度までに

研究成果を得 られるよう重′点的に研究を推進 していく研究分野と長期 目標を持

つて達成すべき研究分野を選定し、研究目標を明確化して適切に研究を実施 して

いく。

○ 医薬品等の開発促進

医薬品等の開発促進等については、新 しい医薬品の薬事法上の承認に当たって

は、国は適切な外国のデータがあればそれ らも活用しつつ、適切に対応する。ま

た、優れた医薬品がより早く患者の元に届くよう治験環境の整備に努める。なお、

小児に係る医薬品全般の臨床研究の推進を図る。

4 その他

○ 施策のフォローアップ

国は、地方公共団体が実施するものを含め、主要な施策の実施状況等を把握 し、

より戦略的にアレルギー対策を講 じていくことが重要である。また、地方公共団

体においても国の施策を踏まえ、連携を模索し、施策を効果的に実施するととも

に、主要な施策について評価を行 うことが望ましい。

○ 方向性等の見直し

国は、 「アレルギー疾患対策の方向性等」について、適宜再検討を加え、Z、

要があると認められるときは、これを変更するものとする。
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